




 

 
 

序     文 

 

国際協力機構は、2007 年度に実施した「フィリピン共和国 防災分野プログラム形成調査」の結

果、優先プロジェクトのひとつとして位置付けられた技術協力プロジェクト「災害に強いコミュニテ

ィ・国づくり」にかかるプロジェクト形成調査を実施しました。本調査では、プロジェクトの協力内

容及び協力範囲の合意を目的として、平成 22 年 1 月、8 月、11 月にわたり協力準備調査団を派遣し、

協力シナリオの作成から詳細計画策定までを実施し、フィリピン側関係機関と確認・合意した事項に

ついて協議議事録に取りまとめ、署名・交換を行いました。 

本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめるとともに、引き続き実施が期待されている

本格協力に資するために作成したものです。 

終わりに、本調査の派遣に関しご協力いただいた日本ならびにフィリピン両国の関係各位に対し、

心より感謝申し上げます。 

 

平成 22 年 12 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

フィリピン事務所長 松田教男 
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第1章 はじめに 

1.1 調査の背景 

フィリピン共和国（以下「フィリピン」）は、洪水・台風、土砂災害、地震、火山災害など多くの

自然災害にみまわれる災害多発国である。近年では 2006 年 2 月の南レイテにおける山体崩壊による

土砂災害（死者・行方不明者 1,000 人以上）、同じく 2006 年 11 月の台風 Reming（Durian）による泥

流災害（死者：約 1,400 人、被災者 250 万人以上）、2008 年 6 月の台風 Frank（Fengshen）災害（死

者 500 人以上）、2009 年 9 月の台風 Ondoy（Kestsana）および Pepen（Parma）災害（両災害合計で

死者・行方不明者 1,000 人以上）、2010 年 7 月の台風災害（死者 100 人以上）など1)、災害事例に事

欠かない。 

このような状況の下、「中期国家開発計画 2004-2010」2)では、フィリピンの持続的発展を維持し

貧困削減を進めるために、防災3)（災害リスク軽減、災害管理）を環境と自然資源の保全と連携させ、

重要なアプローチとして位置付けている。 

一方、フィリピンの災害管理政策は、2005 年以降、災害発生後の対応に主眼をおいたものから災

害発生前・平常時の災害予防（リスク軽減）を重視する方向へ転換を図り、災害予防政策の基本法と

なる「Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010（RA No.10121）」（災害リスク低

減管理法、以下「災害管理法」と称す）が 2010 年 6 月に国会で可決成立し、Implementation Rules and 

Regulations（IRR：施行令）が策定されたところである。 

災害管理法では、災害リスク軽減・災害管理における新たな枠組みが定められ、制度・政策面での

新しい展開が求められるとともに、地方自治体内部にも、常設の災害管理組織である Local Disaster 

Risk Reduction and Management Office（LDRRMO：地方災害リスク管理事務所）の設置が定められ、

平常時と緊急時の切れ目のない体制の整備が求められている。 

そのため、災害管理法制定後のフィリピンにおける防災分野では、制度・組織の改革、組織・要員

の能力強化、コミュニティレベルでの活動を全国的に展開していくことが求められている。 

1.2 調査の目的 

本準備調査では、2007 年度に実施した「フィリピン共和国 防災分野プログラム形成調査」の結

果のうち、優先プロジェクトの一つである「政府レベル及びコミュニティレベル分野」を対象とした

プロジェクトを効果的に実施するための協力シナリオを作成し、それに基づいた具体的な協力内容を

検討し、フィリピン側と合意するとともに、支援受け入れの素地を醸成することを目的とする。 

 

 

                                                        
1) アジア防災センターウェブサイト資料による。 
2) 本準備調査が行われた時点では、アキノ政権になってからの国家計画は発表されていない。 

3) 本報告書では特に断りのない限り「防災」と「災害管理」をほぼ同義で使用するが、日本語からの引用など日本
で通常「防災」という言い方の場合に主として「防災」という用語を用い、英語の Disaster Management を日本語
訳する場合などにおいて「災害管理」をいう用語を用いる場合が多い。 
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1.3 調査団の構成 

表 1-1 調査団の構成 

第 1 次、第 2 次調査（2010 年 2 月 25 日～3 月 6 日、7 月 28 日～9 月 3 日） 

 氏  名 担  当 所 属 先 

1 永石 雅史 総括／団長 フィリピン事務所 次長 

2 野村 陽子 調査企画 同事務所 企画調査員（防災） 

3 Catherine PALANCA 協力企画 同事務所 ナショナルスタッフ 

4 松丸 亮 災害管理 有限会社 アイ・アール・エム 

第 3 次調査（2010 年 11 月 1 日～19 日） 

 氏  名 担  当 所 属 先 

1 上野 和彦 総括／団長 フィリピン事務所 次長 

2 野村 陽子 調査企画 同事務所 企画調査員（防災） 

3 Catherine PALANCA 協力企画 同事務所 ナショナルスタッフ 

4 松丸 亮 災害管理 有限会社アイ・アール・エム 

5 原 龍一 機材計画／積算 日本工営株式会社 

6 中村 美都子 評価分析 国際航業株式会社 

＊小野職員（地球環境部防災第一課）11 月 15～18 日の計 4 日間に亘り参団。 
 

1.4 調査日程 

表 1-2 調査行程 

第 1 次調査 

活動内容 
日数 月  日 

官 団 員 コンサルタント団員 
宿泊地 

1 2 月 25 日 木  移動（成田→マニラ） マニラ 

2 26 日 金 AM: 団内打合わせ（フィリピン事務所） 
PM: 市民防衛局（OCD）との打合わせ 

マニラ 

3 27 日 土  資料整理 マニラ 

4 28 日 日  資料整理 マニラ 

5 3 月 1 日 月 AM: 情報収集物の整理・分析 
PM: オーストラリア援助開発庁（AusAID）聞き取り調査 

マニラ 

6 2 日 火  情報収集物の整理・分析 マニラ 

7 3 日 水 AM: 国連開発計画（UNDP）聞き取り調査 
PM: 情報収集物の整理・分析 

マニラ 

8 4 日 木 AM: ヨーロッパ共同体（EU）聞き取り調査 
PM: 世界銀行（WB）聞き取り調査 

マニラ 

9 5 日 金 AM: 情報収集物の整理・分析 
PM: ドイツ開発援助庁（GTZ）聞き取り調査 
     団内報告（JICA 事務所） 

マニラ 

10 6 日 土  移動（マニラ→成田）  

第 2 次調査 

活動内容 
日数 月  日 

官 団 員 コンサルタント団員 
宿泊地 

1 7 月 27 日 水  AM: 移動（成田→マニラ） 
PM: 団内打合わせ 

マニラ 

2 28 日 木 AM: OCD キックオフ会議 
PM: Operation /Training Division 聞き取り調査 

マニラ 
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3 29 日 金 AM: OCD NCR Regional Office 聞き取り調査 
PM: Planning /Admin & Finance Division 聞き取り調査 

マニラ 

4 30 日 土  資料整理 マニラ 

5 8 月 1 日 日  資料整理 マニラ 

6 2 日 月 AM: 聞き取り調査結果整理・検討（コンサルタント団員） 
PM: 大使館表敬（吉野書記官） 

マニラ 

7 3 日 火 AM: 移動（マニラ→レガスピ）、APSEMO 聞き取り調査 
PM: OCD Regional V 聞き取り調査、現地視察、団内打合わせ 

レ ガ ス

ピ 

8 4 日 水 AM: 移動（レガスピ→マニラ） 
PM: 現地調査結果整理（コンサルタント団員） 

マニラ 

9 5 日 木 AM: 聞き取り調査結果整理（コンサルタント団員） 
PM: NEDA 聞き取り調査、OCD との打合わせ 

マニラ 

10 6 日 金 AM: 聞き取り調査結果整理（コンサルタント団員） 
PM: 団内打合わせ（JICA フィリピン事務所） 

 

11 7 日 土  資料整理 マニラ 

12 8 日 日  資料整理 マニラ 

13 9 日 月 AM: DILG、DSWD 聞き取り調査 
PM: 支援シナリオの検討 

マニラ 

14 10 日 火 AM: 支援シナリオの検討 
PM: OCD 長官との支援シナリオ協議 

マニラ 

15 11 日 水 AM: DOST 聞き取り調査 
PM: 聞き取り調査結果整理 

マニラ 

16 12 日 木 AM: 支援シナリオの検討 
PM: OCD との打合わせ 

マニラ 

17 13 日 金 AM: ADB セミナー参加、支援シナリオの検討 
PM: 団内打合わせ（JICA フィリピン事務所） 

マニラ 

18 14 日 土  資料整理 マニラ 

19 15 日 日  資料整理 マニラ 

20 16 日 月 支援シナリオの検討 マニラ 

21 17 日 火 支援シナリオの検討 マニラ 

22 18 日 水 吉野書記官、奥田専門家（DPWH）との協議 マニラ 

23 19 日 木 支援シナリオの検討 マニラ 

24 20 日 金 AM: 支援シナリオの検討 
PM: JICA 本部打合わせ（支援シナリオ発表及びコメント取付） 

マニラ 

25 21 日 土  資料整理 マニラ 

26 22 日 日  資料整理 マニラ 

27 23 日 月 AM: 移動（マニラ→イロイロ） 
OCD Region VI 聞き取り調査 
PM: 移動（イロイロ→バコロド） 
ネグロスオキシデンタル州、バコロド市防災担当者聞き取り調査、

APSA 施設視察 

バ コ ロ

ド 

28 24 日 火 AM: 移動（バコロド→マニラ） 
PM: 現地調査結果整理 

マニラ 

29 25 日 水 AM: プロジェクト概要の検討 
PM: OCD 各部門長聞き取り調査 

マニラ 

30 26 日 木 AM: プロジェクト概要の検討 
PM: 団内打合わせ（JICA フィリピン事務所） 

マニラ 

31 27 日 金 AM: 比国政府側関係機関へのプロジェクト概要説明会議 
PM: ドナー機関へのプロジェクト概要説明会議 

マニラ 

32 28 日 土  資料整理 マニラ 

33 29 日 日  資料整理 マニラ 

34 30 日 月  （祝日）資料整理 マニラ 

35 31 日 火 AM: プロジェクト概要の検討 
PM: OCD とのミニッツ案協議 

マニラ 

36 9 月 1 日 水 ミニッツ案検討 マニラ 
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37 2 日 木 AM: OCD 長官との打合わせ及びミニッツ署名 
PM: 帰国前報告資料作成（コンサルタント団員） 

マニラ 

38 3 日 金 AM: 帰国前報告（JICA フィリピン事務所） 
PM: 移動（マニラ→成田） 

マニラ 

第 3 次調査 

活動内容 
日数 月  日 

官団員 災害管理団員 
機材計画／積算、 
評価分析団員 

宿泊地 

1 11 月 1 日 月 ― 移動 
（成田→マニラ） 

― マニラ 

2 2 日 火 AM: 団内打合わせ 
PM: OCD（計画局）との打合わせ 

― マニラ 

3 3 日 水 AM: DPWH 訪問 
PM: 情報収集、整理、分析 

― マニラ 

AM: 情報収集、整理、分析 AM: 移動 
（成田→マニラ） 

4 4 日 木 

PM: JICA 事務所表敬及び団内打合わせ 

マニラ 

5 5 日 金 AM: PCM ワークショップ打合わせ 
PM: OCD 表敬 

マニラ 

6 6 日 土 AM: 資料整理 
PM: 団内打ち合わせ 

マニラ 

7 7 日 日  資料整理 マニラ 

8 8 日 月 AM: DPWH 訪問 
PM: 情報収集、整理、分析 

マニラ 

9 9 日 火 AM: OCD にて打ち合わせ 
PM: PCM ワークショップ準備 

マニラ 

10 10 日 水 終日: PCM ワークショップ マニラ 

11 11 日 木 AM: OCD にて打ち合わせ 
PM: PCM ワークショップ続き（OCD） 

マニラ 

12 12 日 金 AM: PDM 案にかかる協議（OCD） 
PM: 団内打ち合わせ（JICA 事務所） 

マニラ 

13 13 日 土 AM: 資料整理 
PM: 団内打ち合わせ（PDM 案、PO 案、RD 案、MM 案） 

マニラ 

14 14 日 日 資料整理 マニラ 

15 15 日 月 AM: OCD 
PM: PDM 案、PO 案、RD 案、MM 案にかかる協議（OCD） 

マニラ 

16 16 日 火 祝日（団内打ち合わせ） マニラ 

17 17 日 水 AM: PDM 案、PO 案、RD 案、MM 案にかかる協議（OCD） 
PM: 大使館、事務所報告 

マニラ 

18 18 日 木 AM: MM 署名 
PM: OCD 

マニラ 

AM: 帰国前団内打ち合わせ 19 19 日 金 

― PM: 移動（マニラ→成田） 

 

注）上記調査期間には国内作業期間を除く 
 

1.5 協議概要 

1.5.1 第 1 次、第 2 次調査 

第 1 次調査および第 2 次調査では、災害管理における「非構造物対策」の一環として、災害管理に

おける国レベルでの制度づくりを支援し、かつコミュニティを中心とする災害対応力を強化すること



 

 
 

1-5

により、災害による被害軽減を図ることを目的としたプロジェクト形成を実施し、プロジェクト概要

（表 1-3）につき、先方政府（Office of Civil Defense（OCD：市民防衛局））と合意した。 

なお、OCD との M/M 協議前に、実施機関（OCD）を始めとする関係機関（National Economic and 

Development Authority（NEDA：国家経済開発庁）、Department of Interior and Local Government（DILG：

内務自治省）、Department Social Welfare and Development（DSWD：社会福祉開発省）、Department of 

Science and Technology（DOST：科学技術省））および他ドナー（Australian Agency for International 

Development（AusAID：オーストラリア国際開発庁）、United Nations Development Programme（UNDP：

国連開発計画））とのコンサルテーション会議を開催し、プロジェクト概要につき合意形成をはかっ

た。 

表 1-3 プロジェクト概要 

プロジェクト名： フィリピン国災害管理能力向上プロジェクト 
The Project for Disaster Management Capacity Enhancement in the Philippines

プロジェクト目標： 自然災害に対する比国の防災能力強化に向けた政府関係者の災害管理

能力を向上させる。 

プロジェクトコンポーネ

ント： 
 国家災害管理計画立案支援（優先活動分野の特定含む） 
 調査能力向上、情報管理・共有、各種標準化支援 
 人材育成計画立案および研修プログラム運営支援 
 コミュニティ防災活動促進支援（活動は例示活動程度に留める） 

プロジェクトスキーム： 技術協力プロジェクト 

プロジェクト期間： 2011 年 6 月～2014 年 5 月末予定（3 年間） 
1 年目は専門家が主体で各種計画の立案等を行い、OCD 等の CP が行

う活動の基盤を醸成し、2 年目以降は、1 年目に策定した計画に基づ

き、各種活動を OCD 等の CP 主体で行い、専門家はその活動を支援

する。 

プロジェクトサイト／ 
対象地域名： 

マニラ首都圏（中央政府）及びパイロット地域（2～3 箇所） 
＊パイロット地域選定については、プロジェクト開始 1 年目に行う予定

投入の概要： 専門家派遣、機材供与、本邦研修、現地活動経費など 
 
協議の過程において、先方政府から以下の要望があった。 

1. OCD、NEDA より、プロジェクトコンポーネントにある「人材育成計画立案」においては、関

係機関職員も対象とした包括的な人材育成計画を立案してほしい旨、要望があった。 

2. OCD より、災害管理法の実施に向け、研修施設／機材整備の要請があった。調査団からは、本

プロジェクトはキャパシティ・デベロップメントを主とした技術協力プロジェクト（以下「技

プロ」）を想定しており、「技プロ」内での研修施設建設は困難であるが、将来、災害リスク

低減・管理の観点から包括的なアプローチの一環として検討することは可能である旨の回答を

行った。 

3. 協力準備調査後と技術協力プロジェクト開始の空白期間において、災害管理にかかる研修を実

施してほしい旨、要望があった。 
 
また、その他の協議・合意事項等は、以下の通りである。 

1. OCD 及び JICA は 2010 年 11 月（予定）に詳細計画策定調査（第 3 次準備調査）を実施するこ

とに合意した。 

2. OCD は第 3 次調査団に対し、事務所スペース及び事務機材の提供につき合意した。 
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3. OCD は JICA 技術協力プロジェクトのスキーム及び比国政府側負担につき理解した。 

1.5.2 第 3 次調査 

第 3 次調査では、第 2 次調査までの結果を受け、プロジェクト詳細計画策定を実施した。第 1、2

次調査での聞き取り調査結果および PCM ワークショップの結果をもとに、プロジェクトの詳細につ

いて先方政府（OCD）と協議した結果、表 1-4 に示す内容をプロジェクト内容（PDM 案）とするこ

とで合意し、P/O 案、R/D 案を含めた M/M 署名を行った（附属資料１）。 

表 1-4 プロジェクト概要 

プロジェクト名： フィリピン国 災害リスク低減・管理能力向上プロジェクト 
The Project for Disaster Risk Reduction and Management Capacity 
Enhancement in the Philippines 

上位目標： フィリピン国の政府機関による災害管理活動が改善される。 

プロジェクト目標： OCD の災害管理能力が強化される。 

成 果：  災害リスク低減・管理に関する計画立案・実施能力が向上する。 
 災害リスク低減・管理活動（情報管理含む）が標準化される。 
 災害リスク低減・管理に関わる人材育成計画が策定される。 
 コミュニティ防災活動の支援体制が強化される。 

活 動： PDM および本文「第 7 章」参照 

プロジェクトスキーム： 技術協力プロジェクト 

プロジェクト期間： 2011 年 6 月～2014 年 5 月末予定（3 年間） 

プロジェクトサイト／ 
対象地域名： 

マニラ首都圏（中央政府）及びパイロット地域（2～3 箇所） 
＊パイロット地域選定については、プロジェクト開始 1 年目に行う予定 

日本側投入： 専門家派遣： 
 －災害管理計画／チームリーダー 
 －防災オペレーション 
 －人材育成計画 
 －コミュニティ防災 
 －情報管理システム 
 －プロジェクト業務調整員 
機材供与： 
 情報管理用機材／ソフトウェア 
カウンターパート研修 
現地活動費 

 
なお、上記プロジェクト内容および PDM 案については、OCD 及び関係機関（NEDA、DILG、DOST

（代表機関として（Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration

（PAGASA：フィリピン天文気象局）、Philippine Institute of Volcanology and Seismology（PHIVOLCS：

フィリピン火山地震研究所））と PCM ワークショップにおいて問題分析を実施し、本プロジェクト

にかかる共通理解が得られているとともに、2010 年 9 月 2 日付ミニッツで OCD と合意した第 2 次準

備調査結果（プロジェクトアウトライン）との相違がないことも確認されている。 

また、第 3 次調査では、OCD および National Disaster Risk Reduction and Management Council

（NDRRMC：国家災害リスク軽減・管理評議会）の共同副議長機関に加え、フィリピンの災害管理

に重要な役割をもつ Department of Public Works and Highways（DPWH：公共事業道路省）に対しプロ

ジェクトの説明を行った。DPWH との協議では、DPWH としてプロジェクトの実施に対して特に異

論はなく、OCD に対し JICA が技術支援を行う事は歓迎である旨の発言があり、プロジェクトの実施

への理解が得られた。 
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第 3 次調査の協議の過程における、主な先方政府からの要望等は、以下の通りである。 

1. 協力準備調査後と技術協力プロジェクト開始の空白期間において、①災害管理にかかる研修の

実施、②専門家派遣、③訓練施設建設につき、第 2 次調査時に引き続き要望があった。 

2. プロジェクトへのインプットの一部として、ローカル専門家雇用の要望があった。 

3. 調査団は、R/D 案の内容及び R/D 案署名は日本政府および JICA の承認後となる旨、先方に説

明した。なお、署名前に、必要に応じて両者によるコンサルテーションを踏まえて R/D 案の変

更が可能であることを申し添えた。 

4. 調査団は、OCD に対し、2010 年 11 月末までに PDM 案を基にした要請書を NEDA へ提出する

よう依頼し、OCD は了承した。 

5. 調査団は、公共事業道路省に対し、第 2 次準備調査の結果及び第 3 次調査の概要を説明し、必

要に応じてプロジェクトへのインプットを依頼した。また、計画局長より、DRRM にかかる

DPWH 内のキャパシティ・デベロップメントの必要性につき言及があった。 

6. 調査団は、OCD 全体業務の改善を図るためには、日本の防災行政の知識・経験のインプットも

必要であり、そのような知識・経験をもつ専門家派遣も可能である旨、提案した。OCD は、上

記専門家の派遣に興味があること、また、派遣依頼する可能性があることを示した。 

1.6 団長所感 

2007 年度に実施した「フィリピン国防災プログラム形成調査」の結果を受け、中核プロジェクト

のひとつとして位置付けられた「災害に強いコミュニティ・国づくりプロジェクト」案をもとに、プ

ロジェクトの形成から詳細策定計画までを C/P 機関となる市民防衛局（OCD）とともに実施し、ミ

ニッツ署名にてプロジェクト内容につき確認・合意した。 

本調査の開始に当たっては、2010 年 5 月の大統領選挙の影響もあり、必ずしもスムーズな開始で

はなかったものの、大統領選前後期間において、災害リスク軽減・管理法（共和国法 No. 10212）（2010

年 5 月 26 日）が制定され、その後、右法律の実施細則（2010 年 9 月 27 日）が承認されるなど、比

国災害管理の推進を後押しする重要文書が次々と承認された。この影響により、災害管理調整機関で

ある OCD を始めとする関連機関の業務遂行の動きが活発となり、災害管理の能力強化を目的とした

プロジェクト形成を進める中で、より的確なニーズ把握が可能となり、さらには、OCD を始めとす

る関連機関のモチベーションも一層高まり、比国の災害管理施策実施の気運は高まっていると言える。

以下、本事業が採択された際、プロジェクトの開始・実施において特に留意すべき点を記載する。 

① プロジェクト内容は、災害リスク軽減・管理法の実施細則に直結した内容となっており、C/P 機

関が 優先で取組むべき業務となっている。そのためにも、タイミングを逃すことなく事業が開

始されることを期待する。 

② 本事業は OCD の能力強化を目的としたものである。本事業は、旧開発調査のように専門家が手

を動かして成果を達成することも可能であるが、技術移転を大前提とした事業であることを念頭

に活動を実施すべきである。そのためにも、キャパシティ評価を取り入れるべきである。 

後に、本事業は、防災プログラム形成調査結果により設定された支援のあり方「ハードとソフト

の融合」のもと、ソフト支援という位置付けで実施される始めての事業である。本事業の実施により、
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これまでのハード対策との相乗効果が現れることを期待する。さらに、JICA、OCD の双方にとって

初めての事業実施であることから、両機関の関係強化にも期待したい。 
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第2章 フィリピンの自然災害 

フィリピンは、北緯 5 度～21 度、東経 117 度～127 度に位置し、7000 以上の島々からなる島嶼国

であり、約 30 万 km2 の領土を有する。 

フィリピン群島は、環太平洋造山帯に位置し、新生代第三紀以降の造山運動・火山活動よって生成

された。造山活動・火山活動は現在も継続しており、そのため、火山活動や地震も多い。また、群島

の生成が比較的新しいことから、山が高くて急峻であり、河川も短く、大きな沖積平野が少ないとい

う地形的特徴を持つ。 

気候的には、熱帯モンスーン地域に属し、年間平均気温（全国平均）は、26.6 度であり、大きく、

乾季と雨季に大別されるが、それも地域により異なった特徴を持つ（図 2-1）。 

 
出典：http://kidlat.pagasa.dost.gov.ph/cab/statfram.htm 

図 2-1 フィリピンの気候区分（PAGASA 資料） 

年平均降水量は地域により異なり、南部ミンダナオ島では 1,000mm 程度であるが、北部ルソン島

地域では 4,000mm に達する（マニラ近郊では 1,500mm 程度）。また、年平均で 10 弱の台風が接近

または上陸するなど台風も多く、台風が降雨に与える影響も大きい。 

このような地形的要因、気象的な要因から、洪水、土砂災害が頻発する状況にある。さらに、活火

山が多く地震活動も盛んであることから、地震、火山を直接の原因とする災害や、地震を起因とする

津波など、フィリピンでは様々な自然災害に見舞われる状況にある。 

なお、フィリピンにおける自然災害についての詳細は、「フィリピン共和国 防災分野プログラム

形成調査報告書（平成 20 年 3 月）」に記載されているので、当該報告書を参照されたい。 
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第3章 防災に関する法制度・組織 

3.1 法制度等 

3.1.1 法律等 

（1） 災害管理の基本となる法律等 

1978 年 6 月 11 日に交付された大統領令（PD）第 1566 号（以下、PD1566）は、フィリピンの防

災能力の強化と地域社会の災害準備に関する国家的な計画の策定を求めており、National Disaster 

Coordinating Council（NDCC：国家防災会議）および、OCD が創設された。PD1566 は、NDCC お

よび OCD が災害管理計画、災害対応や復旧における官民におよぶ各機関の協働のための調整をは

かる法的根拠となっていた。 

一方、近年の災害管理の国際的な流れである「災害発生後の対応に主眼をおいた対策から災害発

生前・平常時の災害予防（リスク軽減）の重視」は、フィリピンにおいても同様であり、新たな災

害管理体制の構築を模索していたフィリピン政府は、PD1566 に変わる新たな災害管理の基本とな

る制度の制定を目指して準備を進めてきており、2010 年 6 月、今後の災害管理の基本となる「災

害管理法」（RA No.10121）が国会で可決・制定され、施行令である IRR が 2010 年 9 月に国家災

害リスク低減・管理委員会で承認されたところである。 

災害管理法および IRR には、法律が対象とする災害の範囲4)、災害管理全般の 高意思決定機関

であり NDCC に代わる新しい組織である NDRRMC の設立とメンバー構成、OCD の位置づけ、

Region（管区）および Local Government Unit（LGU：地方自治体）レベルでの災害管理の枠組みと

災害管理担当部局である Disaster Risk Reduction and Management Office（DRRMO）の設置、災害管

理に関する研修・研究機関である National Institute の設立、緊急時の体制と調整、災害管理の主流

化や防災教育に関する事柄、災害管理に関する基金（Local Disaster Risk Reduction and Management 

Fund）に関する規定など、災害管理に関連するすべての事項が網羅されている。 

（2） 個別災害に対する法律等 

フィリピンにおいても、多くの開発途上国同様、洪水や土砂災害など個別の災害管理に関する法

律について未整備な状況にある。例えば、日本の河川法に相当するような法律はなく、水法（Water 

Code of the Philippine：PD1067）において、水利用など水全般に関する記述があり、この中に水域

（河川区域や海岸）の規定や政府による洪水対策の実際等に関する記述がある。 

一方、地震災害に関連では、National Building Code of the Philippines（PD1096）があり、この中

で、地震や火災に対して建物が持つべき基準が定められている。 

（3） その他災害管理に関連する法律等 

その他、災害管理に関する主要な法律として、災害予防、災害準備／軽減プログラムの目的や手

段を示した 1991 年改正の地方自治法（RA7160）や環境を災害から保全することに関する記述のあ

る Environmental Policy Law（PD1151）がある。 

                                                        
4) 法律では、人的・物的被害に加え経済活動や生活、環境に被害をおよぼす可能性のある現象、もの、人間活動、

状況をハザードとして規定しており、自然災害だけでなく産業災害等のすべての災害を対象としている。 
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3.1.2 災害管理に関連する計画等 

「災害管理法」制定以前のフィリピンには、国家レベルでの災害管理を行うための基本となる計画

（日本の防災基本計画に相当するもの）を策定する規定はなく、計画も存在しなかった。その一方で、

NDCC は、災害発生時の各構成機関の役割について規定した計画である、The National Calamity and 

Disaster Preparedness Plan, 1978 を制定し、災害時においては、国家レベルから地方、州、市、区、コ

ミュニティレベルまで調整された活動をとることを規定している。さらに、この計画では、各政府機

関が災害前、緊急時、災害後のそれぞれのフェーズで取るべき活動についても定めている。 

これに対し、災害管理法では、National Disaster Risk Reduction and Management Framework

（NDRRMF：災害管理フレームワーク）および National Disaster Risk Reduction and Management Plan

（NDRRMP：国家災害管理計画）の策定が義務づけられており、NDRRMP の策定およびその実施は

OCD の責務とされている。 

なお、本準備調査時点でのOCDの考えとして、NDRRMPは、災害管理法以前のThe National Calamity 

and Disaster Preparedness Plan の相当するものであり、災害管理法制定以前より進められていた The 

National Calamity and Disaster Preparedness Plan の改定作業をより総合的に行うことで、NDRRMP を策

定したいという希望がある。 

前述のように、災害管理法制定以前のフィリピンにおいては、NDRRMF および NDRRMP に相当

するものは無く、今後 OCD が中心となってその策定を進めていくものであるが、その一方で、災害

管理法制定をにらんだ形で、兵庫行動枠組の優先行動の実施のため、United Nations. International 

Strategy for Disaster Reduction（UNISDR：国連国際防災戦略事務局）、UNDP、European Union（EU）

の支援を受けて、Strategic National Action Plan 2009-2019（SNAP）が策定され、前政権時末期にExecutive 

Order (EO) No. 888 が発出された。 

SNAP は、災害管理に関連する機関による参加型計画立案プロセスを経て策定され、フィリピンの

災害管理に関するコンセプトや現状認識に加え、必要な活動が分野別に列記されていが、ハザードの

特定や個別分野のゴールなどについての具体的な記述は乏しい。 

上記のような国レベルでの計画類の策定に加え、NEDA や DILG は、地方レベルの都市計画・土地

利用計画において災害管理の概念を導入する事（計画における災害管理の主流化、いわゆる

mainstreaming）を進めている5)。 

3.2 組織 

災害管理法には、フィリピンの災害管理に関する主要な組織、機関として、災害管理に関する 高

意思決定機関は、NDRRMC であると規定されている。NDRRMC の Chairperson（議長）は Department 

of National Defense（DND、国防省）の Secretary（長官）努め、DOST、DILG、DSWD、NDEA が Co-Vise 

Chair（共同副議長）を努める。OCD は、NDRRMC の事務局機能および災害管理政策の実施および

関係各機関との調整を担う機関とされている。 

                                                        
5) 例えば、NEDA は、EU、UNDP の支援により、「The Guidelines on Mainstreaming Disaster Risk Reduction in Sub-national 

Development and Land Use/Physical Planning (2008)」を作成し州レベルでの計画に防災を取り込むことを推進してお
り、DILG が策定した「Guide to Comprehensive Development Plan (CDP) Preparation (2008)」では、洪水対策や防災
が LGU レベルでの計画において検討すべき問題の一項目として示されている。 
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これらの災害管理法に規定されている機関に加え、災害管理・対策に関わる主要機関としては、特

に自然災害のうちフィリピンで発生件数の多い洪水・土砂災害等の軽減を目的とした構造物的対策を

実施している DPWH をはじめ、Department of Health（DOH：保健省）、Department of Education（Dep. 

ED：教育省）、Department of Transportation and Communication（DOTC：運輸通信省）、警察などが

あるが、ここでは、災害管理法の規定にある、NDRRMC、OCD、地方の災害管理部局（LDRRMO）、

NDRRMC の４つの副議長機関について、調査時点の状況を簡単にまとめる。 

3.2.1 NDRRMC（National Disaster Risk Reduction and Management Council） 

災害管理法では、PD1566 に定められた NDCC にかわる国レベルの災害管理に関する 高意思決定

機関を NDRRMC と規定している。NDRRMC のメンバーは、災害管理に関係する各機関（約 40 機関、

Civil Society Organization（CSO）を含む）のトップ（長官あるいは組織の長）である。国防省長官が

議長を務め、災害のサイクルに合わせた形で DOST（Prevention/Mitigation）、DILG（Preparedness）、

DSWD（Response）、NEDA（Reconstruction）の長官が共同副議長として指定されている。 

NDRRMC は、災害管理に関する政策立案、関係機関の調整と統合、政策実施のモニタリングと評

価を行う機関として、災害管理フレームワークや災害管理計画の立案、災害管理に関する状況につい

て大統領への助言、特に分野横断的・中長期的な災害管理活動に関する施策の実施などに責任を持つ

とされている。 

3.2.2 OCD（Office of Civil Defense） 

OCD は、関連機関の活動を調整し、政策の実施を行うとともに、NDRRMC の事務局機能を担う機

関として、災害管理法に規定された組織である。OCD は、DND 所管の機関であるが、DND からの

独立性は高く、OCD のトップである Administrator（OCDA）は、DND の Under Secretary（次官）と

同等の地位が付与されている。なお、現在の OCDA は、退役軍人（陸軍 OB、将軍クラス）が任命さ

れているが、他の職員はほぼ全員民間人であり、DND との関係性は薄い。 

OCD は、前述のように PD1566 の規定の下、NDCC の事務局および NDCC で示された災害管理政

策および各種施策を実施するための組織として 1978 年に設立された。2010 年に成立した災害管理法

においても、OCD には従前とほぼ同様の機能が与えられ、NDRRMC の事務局機能を有するとともに、

災害の予防から災害後の対応・復興に至る全ての側面および、研修／研究機関である Institute の設立

と運営、多様なステークホルダーや市民社会等との調整も扱う組織であり、日本の内閣府防災担当に

相当する組織と言える。 

OCD は、本部および各管区（Region）6)におかれた Regional Office（16 カ所）により構成され、本

部には、Administration and Finance、Planning、Operations、Training の 4 部門がある。本部、Regional Office

を含む職員数は、約 300 人（契約職員約 100 人を含む）である。このうち、約 100 名が本部に勤務し

ており、地方事務所勤務は 200 名程度である。 

OCD の予算は、年間約 2 億円程度である。これは、OCD の経常費（人件費や事務所運営費など）

相当であり、OCD が自らプロジェクトを実施する余裕はないのが実情である。なお、この経常費予

                                                        
6) フィリピンにおける Region は、日本の「関東地方」や「近畿地方」というイメージであり、いくつかの州をまと

めた大きさである。地方自治組織はないが、中央政府の出先事務所が置かれており、日本の中央省庁の「地方○
○局」レベルと考えると理解しやすい。 



 

 
 

3-4

算については、物価上昇分の増額がなされているのみであり、ここ数年、実質的な増加は無いとのこ

とである。従って、OCD は、海外からの支援、災害対応基金である Calamity Fund の利用などにより、

各種プロジェクトを実施せざるを得ない状況にある。 

OCD は、災害管理全般を扱う組織であるが、これまでの活動はどちらかというと災害対応に重点

が置かれていた事は否めない。しかし、OCD の活動の中心であった災害対応活動においても、情報

の伝達手順や伝達フォーマット、災害対応体制などが統一されておらず、これまでの災害対応経験の

蓄積から次第に定まってきたルールが明文化されていないものも多く見受けられる。そのため、情報

の伝達、管理など非効率的な印象がある。 

なお、OCD が持つ各種システム・機材の現状等については、本報告書、附属資料６を参照された

い。 

3.2.3 地方政府レベルの災害管理部局 

災害管理法では、州および市においても、災害管理を担当する部局（Local Disaster Risk Reduction and 

Management Office: LDRRMO）を設置することが規定されており、今後、地方政府内への災害管理部

局の設置が進められることとなる。 

調査を行った時点では、地方において防災のサイクル全般を扱う災害管理部局が設置されている州、

市はほとんど無かった。また、地方における災害管理体制や災害管理活動の先進事例として現地調査

を行ったアルバイ州、ネグロスオキシデンタル州、バコロド市においても、活動の主要な部分は「災

害対応をいかに円滑に実施していくか」におかれている状況であった7)。 

3.2.4 NEDA（National Economic and Development Agency） 

新たな災害管理の枠組みにおいて、NEDA は、NDRRMC の副議長機関として、災害後の復旧・復

興（どちらかというと災害直後でなくやや長期的なもの）の中心となる事を期待されている。 

上記のような期待に応えるため、NEDA は、経済開発の視点を持った適切な復旧・復興を行うため

に、災害後の復興ニーズアセスメントの方法を標準化し、それをガイドライン化することを希望して

おり、この部分で OCD との協力を望んでいる。 

一方、NEDA は、経済開発庁という性格上、地域開発等にも深く関与しており、事前の災害対策、

特に州レベルでの都市計画（Physical Plan と称しているもの）に防災の視点を導入するプロジェクト

（Mainstreaming Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Change (CC) into planning process）を推進し

てきており、今後もこの事業の推進を希望している8)。このプロジェクトの推進のため、NEDA は、

地方事務所（Region におかれているもの）に必要な知識を持った担当の職員をおき、州政府をガイ

ドすることとしている。 

                                                        
7) 例えば、アルバイ州の災害管理組織の名前は、APSEMO（Albay Public Safety and Emergency Management Office）で

あり、バコロド市の場合も災害管理部局は、Public Safety and Emergency Management Section と称している。これら
から、これらの先進的な機関のベースも災害対応であり、現在もその色合いは強い。 

8) このプロジェクトの第 1 フェーズは 2009 年に完了したが、プロジェクトでは、地方政府職員のトレーニングと都
市計画へ防災の考え方を導入するためのガイドラインが整備された。また、パイロットエリアである、Srigao del 
Norte 州の計画が立案された。第 2 フェーズでは、50 州において DRR および CC を考慮した都市計画の立案を行
う計画である。 
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3.2.5 DSWD（Department of Social Welfare and Development） 

DSWD は、災害管理法では、災害直後の救援や物資支援などを担当する副議長機関であるが、

PD1566 の時代に比べてその権限は限られたものとなったと言える。その理由は、災害管理法の規定

では、DSWD は、直接の支援に関わるのではなく、トレーニングなどを通じ、LGU の災害救援能力

を向上させることが役割となっているためである。 

災害時における DSWD の主な役割は、負傷者、行方不明者および家屋の被災状況に関する情報の

提供、緊急支援の実施である。 

DSWD も他の中央省庁同様、各 Region に地方事務所（Regional Office、スタッフ数 50～60 名）を

持っており、各地方事務所には災害管理担当のスタッフがいる。さらに、DSWD は、災害対応のた

めに、24 時間稼働の Disaster Response Monitoring Information Center を設置するとともに、支援物資を

中央および地方事務所に保管（地方レベルで 低 1,000 パック）している。支援物資の配給は、地方

政府からの要請により行われる。DSWD は、これらの活動を円滑にするため、シェルター運営の訓

練等を行っている。 

3.2.6 DILG（Department of Interior and Local Government） 

DILG は、災害管理法において、”Preparedness”を担当する副議長機関とされており、従来に比べ災

害管理における役割が増大した。とくに、災害管理法で規定されている、地方政府への LDRRMO の

設置については、地方政府を管轄する DILG の責務として、設置状況を OCD とともに監督すること

になる。 

DILG も他の中央省庁と同様に各 Region に Regional Office（地方事務所）を有しているが、それに

加えて、州政府や市役所内にスタッフを置いている（州政府や市役所の職員としてではなく、州政府

や市役所内におかれた DILG の事務室で DILG の業務を実施）ところが他の機関と比べ特筆すべき事

項である。 

DILG は、LGU を対象に”Mainstreaming DRR & CC in local government developing process”を世銀資金

により実施している（NEDA が実施している同様のプロジェクトの対象は州政府）。プロジェクトで

は、LGU およびバランガイを対象に防災を考慮した開発計画の策定を行うとともに、防災を考慮し

た開発のガイドラインの策定も行うことになっている。 

3.2.7 DOST（Department of Science and Technology） 

DOST は、科学技術を担当する機関であるが、防災関連の活動も多く、災害管理法では、

“Prevention/Mitigation”担当の副議長機関とされ、その中心となる組織は、PAGASA（気象担当）と

PHIVOLCS（火山・地震担当）である。 

災害管理上の主たる役割は、PAGASA および PHIVOLCS ともに、ハザードのモニタリングと警報

の発令、ハザードマップの整備、啓発活動の実施、研究開発であり、その役割と活動自体は、災害管

理法の制定前後で大きな変化はない。 

現時点では、PAGASA、PHIVOLCS ともにマニラにおいて各種ハザードの状況を解析し、警報類

を発令するか否かを決めているが、PAGASA は、より細かい予報・警報の発令のため、地方局にお

ける気象予報の実現に向けて、準備をしているところである。 
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PAGASA や PHIVOLCS が発令した警報類は、OCD に伝達されるとともに、メディアへも提供され

る。警報類は、ハザードの規模（台風の大きさ、火山噴火の程度など）のみでなく、どのように対応

するべきかといったアドバイスも含まれている。 
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第4章 課題点の整理 

ここでは、支援のシナリオおよびプロジェクトの内容を検討するために、「第 3 章」で示した現状、

現地調査から得られた情報、PCM ワークショップの結果等も加味し、防災分野全体の視点から OCD

および地方レベルの防災機関が直面する課題点について整理を行う。 

4.1 OCD における課題 

これまでに述べたように、フィリピンにはすでに、防災の基本となる法律、防災に関する戦略や枠

組みとしての SNAP、国家レベルの防災機関（NDRRMC、OCD）の設置など、防災活動を実施して

いく上での基本的枠組みは構築されている。 

また、PAGASA や PHIVOLCS、DPWH といった技術担当機関もそれぞれの活動を進めていること

に加え、NEDA や DILG による防災の主流化に対する取り組み、災害に対して脆弱な地域の特定（一

部地域に限られる）や、コミュニティでの活動なども始まっており、一定レベルでの防災の取り組み

は実施していると言える。 

しかしながら、 新の災害関連の計画である SNAP は、政策ガイドラインにプロジェクトリスト

が羅列的に附属したもので、いわゆる防災計画的な性格のものではなく、依然としてフィリピンには

日本の「防災基本計画」に相当するものは無い。そのため、OCD の努力にもかかわらず、災害管理

に関連する各分野における活動が、統一した方針のもとで実施されているとは言い難い状況にある。 

また、OCD だけを見ても、国家レベルの災害管理計画に基づいた長期的な活動方針・計画を OCD

が持っていないこと、予算不足のため、事業実施資金を支援に頼らざるを得ず、自ら主体的に事業を

実施出来ない状況にあり、種々の活動を長期的な視点で統一性をもって実施しているとは言い難い状

況にある。 

さらに、PAGASA、PHIVOLCS、DPWH の努力はあるものの、これらの機関が実施している活動

の範囲は限られているのが実情で、特に構造物的な災害対策が実施されているところはごくわずかと

言える。したがって、今後、より多くの構造物的な対策が実施されるとしても、依然として多くの災

害対応を行う必要性があり、OCD は、その中心となって活動を行っていく必要がある。 

このようなことから、OCD の課題は以下の 4 点に集約される。つまり、第一の課題は、OCD が国

家レベルの災害管理にかかる総合的な中・長期的な計画を持っていないということ、第二の課題は、

より効率的な災害対応を行う必要があるということ、第三の課題は、計画に基づいた各種活動を実施

していく人材を OCD 内に確保すること、そして第四の課題は、それらの活動を実施していくための

予算を確保することである。 

4.2 地方の災害管理における課題 

地方レベルでは、災害管理法の規定により、災害管理部局を設置するとともに地方レベルでの災害

リスク低減・管理計画（DRRMP）を策定し、災害への備えを含む災害管理（DRRM）に、より積極

的に取り組む事となっている。 
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しかしながら、特に地方においては、災害管理の経験、知識を持つ人材は少なく、これから設置が

本格化する災害管理部局において DRRMP を策定しそれを実行していくだけの人材ニーズを満足し

することは到底叶わない。従って、このようなニーズを満たすべく、防災人材の育成が課題となる。 

さらに、構造物的な対策の実施が限られる現状から、政府機関の災害対応能力を向上させることの

みならず、自助・共助の観点からコミュニティにおける災害対応能力を向上させていくことも、地方

における災害管理上の課題と言えよう。
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第5章 他ドナーの動向 

5.1 UNDP（United Nations Development Programme） 

UNDP は、READY プロジェクトをはじめ、災害管理に関するいくつかの活動を OCD を含む防災

関連機関に対して支援をしている。ただし、OCD はプロジェクトの実施機関であり、OCD を対象と

した能力強化支援は行っていない。 

UNDP の活動は、Risk Management Framework の原則（Risk Assessment－Risk Evaluation－Risk 

Management のサイクル）に基づいて実施するとともに、DRR、気候変動、環境管理を統合した形で

支援を行う考えを持っている。 

READY プロジェクトは、LGU を対象とした Risk Assessment のパートであり、Risk Base Planning

につながるものを提供する事を目的としている。計画では、27 州を対象としていたが、14 州でしか

実施できていない。一方、SNAP の策定や Climate Change Commission の活動を支援は、DRR、気候

変動、環境管理を統合した形の支援として位置づけている。 

なお、新規プロジェクトとして、昨年秋の台風被害を受け、AusAID と共同で、メトロマニラにお

ける Vulnerability Assessment と Long-term DRR Mainstreaming を計画している。 

5.2 世界銀行 

世銀は、防災分野では LGU を主たるターゲットとして、DILG をカウンターパート機関として

GFDRR（Global Facility for Disaster Reduction and Recovery）を利用して Grant Program による能力強化

を実施しており（現在は、イロイロ州でテストケースを実施）、その展開を予定している。対象とす

る LGU は、過去の災害履歴、災害の種類などを勘案し も脆弱性の高い LGU を特定した。 

その他のプロジェクトとして、Risk Financing の TA、気候変動（主として農業分野）などを実施し

ているが、Risk Financing は、フィリピン側の優先順位が高くなく、再度検討の余地がある。 

また、昨年の台風災害後の支援として、マニラでは、１）Improve flood management facility、２）

Safe Housing along the river、３）DRM Plan、４）Water Management の実施を検討している。マニラ以

外では、CBDRM 活動を予定しているが、これは、他ドナーなどと実施について協議中である。 

なお、ローンプロジェクトについては、現在、実施していない。また、TA、ローンともに調査時

点では OCD を直接の相手先としたプロジェクトは実施していない。 

5.3 EU（European Union） 

EU は、1995 年以降、22 のプロジェクトに対し、DIPECHO/ECHO を通じて 5million ユーロの支援

を行った。DIPECHO/ECHO は、ブリュッセルに本部があり、フィリピンはバンコク地域事務所の管

轄で、プロジェクト監理はバンコク事務所が主体であり、マニラの事務所はバンコク事務所のサポー

トを行っている。 

EU は、プロジェクトの実施に際し、フィリピン政府機関とのコンサルテーションを行うが、フィ

リピン政府の要請をベースに進めるのではなく、EU の意思を基本に実施する。個別プロジェクトの

実施者は、政府機関とコンタクトをとるが EU が直接政府機関と協議・交渉をすることはない。国際
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機関や NGO のプロジェクトが、EU のアクションプラン、スタンダードやガイドラインに合致して

いればプロジェクトにお金をつける仕組みである。 

支援プロジェクトの一例は、SNAP の支援（NDCC、OCD）、地方政府の開発計画における防災の

主流化ガイドラインの策定（DILG）などである。 

5.4 GTZ（Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit） 

GTZ は、2006 年からフィリピンにおいて、防災分野に対する支援プロジェクトを実施している。

これまで実施したプロジェクトは、Flood Early Warning、Risk Assessment for Development Plan/Land Use、

Mapping Exercise/GIS Exercise、Minor Mitigation for Slope Stabilization などであり、主に Region-8 にお

いてこれらの活動を実施してきた。プロジェクトの資金源は、ドイツ政府と DIPECHO（EU）である。 

活動のアウトプットとして、LGU がどのようにしてコミュニティレベルの早期警報を拡大してい

くかを念頭に置いた Early Warning のマニュアルを作成した。マニュアルの使用者は LGU の職員を想

定している。 

今後のプロジェクトとして、予警報、開発計画、防災教育などを、DIPECHO の次期のプログラム

資金により実施を計画しているが、実施に係る詳細は決定していない。また、本準備調査が実施され

た時点では、OCD を直接の相手先としたプロジェクトの実施および計画はない。 

5.5 AusAID（Australian Agency for International Development） 

AusAID は、フィリピンの防災分野支援に積極的な機関の一つであり、災害管理法のナショナルコ

ンサルテーション、IRR の地方への説明ワークショップの実施などに資金供与をするとともに、メト

ロマニラを対象に 2009 年秋の台風災害を受ける形で、Metro Manila Rehabilitation and Redevelopment 

Project9)を実施予定である。 

また、AusAID は、2006 年の土砂災害を受け、防災に関連する機関（CSCAND と呼ばれるもの）

を対象に、特に技術面の能力強化（台風、洪水、地滑り、地震、津波、火山噴火、液状化に対するハ

ザードアセスメントの能力の強化）を行うプロジェクトを実施している。 

なお、AusAID は、これまで OCD を直接のカウンターパートとしたプロジェクトを実施していな

かったが、上記の「災害対策法のナショナルコンサルテーション、IRR の地方への説明ワークショッ

プの実施」は OCD をカウンターパートとするものである。これまでも、プロジェクトの実施におい

ては、OCD と話し合いを持っており、OCD との関係は強い。OCD をプロジェクトの調整役のみで

はなく、能力強化のターゲットとも考えている。

                                                        
9) このプロジェクトは、Hazard and Vulnerability Assessment and Mapping、Urban Planning（Taguig 市）、Community Based 

Disaster Risk Management、Socialized Housing and Livelihood、Classroom Rehabilitation の 5 つのコンポーネントから
なり、現在 AusAID が 27 の Province で実施中の活動を拡大する形で実施する予定である。 
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第6章 支援プロジェクトの検討 

6.1 これまでの要請内容と現時点での評価 

2007 年度実施の防災分野プログラム形成調査結果では、優先的に実施されるべき技術協力プロジ

ェクトとして「災害に強いコミュニティ・国づくりプロジェクト」の実施を提案している。 

OCD は、プログラム形成調査での提案内容および OCD 独自の考えをもとに、OCD が実施を希望

するプロジェクトの内容を検討し、NEDA にプロジェクト実施の要請を出したが、種々の理由により

プロジェクトは実施に至らなかった。その結果を受けて OCD は、JICA との非公式な協議を重ね、支

援項目を再検討し、表 6-1 に示すような 16 項目が必要な支援項目として整理された。本準備調査で

は、これらの項目について、OCD に再度聞き取りを行い、現時点でのニーズ等の評価を行った。 

表 6-1 これまでの要請内容と現時点での評価 

 支援が必要とされた項目 現時点での評価 

1. Multi-stakeholder Dialogues on Disaster Risk 
Management/Reduction aimed at enhancing 
public awareness about Disaster Risk 
Management and its related policies and programs

災害管理法の規定に基づいた活動を実施していくため、こ

の活動は継続が必要であり、支援ニーズも高い。 
技術、資金の両面から支援の必要がある。 

2. Support to Disaster Risk Management Education 
and Training aimed at enhancing knowledge and 
skills of key players/stakeholders in the field of 
DRM through appropriate training 

災害管理に係るいくつかの訓練は実施されているものの、

体系的なプログラムはなく、OCD が主催すると言うよりも、

オファーがあった場合に人を出すというスタイルである。

災害管理法の下では、地方の災害管理部局の充実が求めら

れることから、この分野を充実していく必要があるが、こ

の分野への他ドナーからの支援はほとんど無い。 

3. Upgrading of NDCC Information Management 
Capability to improve NDCC’s planning and 
decision-making in disaster management 

OCD では、いくつかのデータベースが稼働しているが、そ

の連携、アップデートなどに課題がある。また、機器も次

第に古いものになりつつあり、近い将来更新が必要となる。

データベースを連携させ、常に 新の情報を得ていくため

にも、ソフト（知識・人材）、ハード（機器）の両面から

の支援が必要である。 

4. Vulnerability Mapping aimed at assessing the 
level of vulnerability of selected hazard prone 
provinces and to identify measures aimed at 
reducing such vulnerability and at enhancing 
coping capabilities 

ハザードマップの作成は、限られた範囲と分野であるが進

められている部分もあり、その継続が期待される。 
同様に、脆弱性マップ、リスクマップなども、NDRRMC の

メンバーの協力により進めていく必要があるが、OCD への

直接の能力強化支援としては優先度は低いと考えられる。

5. Institutionalization of Disaster Risk Management 
at the Local level---to support local capacities by 
establishing Disaster Risk Management Office in 
selected provinces applying the APSEMO 
experience 

災害管理法において、地方レベルにおける災害管理部局の

設置が定められており、この分野への支援ニーズは高い。

一方、地方への支援もさることながら、中央の能力強化も

優先されるところ、現時点では可能な範囲での支援とし、

第 2 フェーズ以降本格的に取り組む課題と考える。 

6. Mainstreaming Disaster Risk Reduction (DRR) 
into the Peace Process aimed at reducing the 
vulnerabilities and at enhancing coping 
capabilities of communities in conflict zones 

取り組まなければいけない分野であるものの、フィリピン

全国で見たとき、また、これまでの日本の経験を活かすた

めには、自然災害への対応を優先すべきであると考える。
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7. Institutionalization of Knowledge Management 
system in OCD, in particular and, NDCC in 
general, aimed at improving information and 
database generation and sharing to improve policy 
coherence and standardization of operational 
procedures among government agencies, between 
national agencies and LGUs, and among the major 
stakeholders in DM 

3.で指摘したことに加え、各種フォーマット、手順の標準化

は、効率的な災害管理にかかる意思決定において必須であ

る。 
災害管理法による新たな枠組みが整ったところであり、各

種標準化への支援は、今後の災害管理活動のベースを築く

ものに対する支援となり、優先度は高い。 

8. Institutional and Technical Capacity Building 
aimed at assessing the institutional readiness of 
OCD, in particular and, the NDCC in general, to 
undertake new and expanded tasks as provided for 
in the DRM law 

OCD の能力強化は、他の関連機関からも期待されていると

ころであり、組織の機能再編にかかる助言、支援も含めて、

この分野への支援優先度は高い。 

9. Defining National Research Agenda vital to the 
accomplishment of NDCC and OCD mandate 
aimed at proactively and purposively studying 
policy areas where capability enhancement for 
OCD and NDCC would be required in light of the 
challenges that maybe brought about by Climate 
Change phenomenon  

災害管理全体の研究・開発の方向性をリードしていくこと

も OCD の役割の一つであることは間違いないものの、OCD
への直接の能力強化の視点から考えた場合、支援の優先度

は必ずしも高くない。 
また、研究の方向性などは、国家災害管理計画の中で示す

事も可能である。 

10. Formulation of a national institutional capability 
building program for DRM based on the results of 
the baseline assessment and the SNAP studies. 
This national program should address the specific 
weaknesses of various government agencies and 
LGUs (possibly an NDCC-wide endeavor).  

2．、5．にも関連するところであり、人材育成、中央、地

方の組織強化は総合的に検討するべき事項である。組織の

役割と必要な能力、それに向けた能力強化計画とそれを満

たす人材育成計画は、国家災害管理計画などで一体的に検

討されるべきであろう。 

11. Formulation of a national agenda for research and 
technology development on DRM. This is an 
NDCC-wide project and will comprise as separate 
project component. 

9.と同様 

12. Formulation and implementation of a framework 
for Climate Change Adaptation and DRM. This is 
an NDCC-wide project 

災害管理の考え方に気候変動の要素を取り入れていくこと

は必要であり、国家災害管理計画に反映される事柄であろ

う。 

13. Development of Provincial Land Use Plan and 
regulations in LGUs 

現在、NEDA、DILG において、都市計画、地域開発計画に

おける防災の主流化プロジェクトが実施されており、他ド

ナーも支援を行っていることから、この分野への支援の優

先度は低い。 

14. Development of a CBDRM implementation 
manual adapted to the selected model LGUs 

コミュニティ防災活動は、その多くが、支援により実施さ

れているもので、内容の統一性がない。 
今後もコミュニティ防災活動は、OCD が直接実施するもの

でなく、地方政府が NGO などを実施者として実施する事が

想定されることから、適切なガイドラインの必要性は高く、

その策定は OCD が行うべきである。コミュニティ防災の必

要性は高く、この分野への支援優先度は高い。 

15. Institutionalization Disaster Risk Management 
(DRM) Offices in selected provinces 

5．と同様であるが、パイロット的にいくつかの州で標準的

な組織スタイルを検討していく程度であれば、支援の対象

として考慮すべきである。 

16 Development of standard design and construction 
manual for the small-scale and low-cost structural 
measures in the provincial government level 

災害による被害を軽減するには重要な活動であるが、OCD
が他の機関と連携して実施する要素が強い活動であり、

OCD への直接的な能力強化支援としては優先度は低い。 

出典：ヒアリング等をもとに調査団が整理 
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6.2 支援ニーズ 

フィリピンにおける災害は幅広く、災害管理に関する事項も様々であり、支援のニーズは、国家レ

ベルの防災関連機関（つまり NDRRMC メンバー機関）や地方政府レベルの職員の能力強化、災害関

連情報の収集と管理、コミュニティ防災、各種対策事業の実施と様々な側面に広がっている。本準備

調査で対象とする、非構造物対策に限ってみても、中央および地方組織の能力強化、防災人材育成、

各種アセスメントの適正化等、様々な支援ニーズが想定される。 

このような状況のもと、OCD、NDRRMC の副議長機関、ドナー等への聞き取り、現地調査、PCM

ワークショップの結果等を総合した結果、上記のような支援ニーズの中でも特に、OCD が災害管理

施策を中心的に調整し実施する機関として、組織全体の能力強化が必要とされることが明確になった。

特に、第 4 章で明らかにした OCD の 4 つの課題（国家レベルの災害管理にかかる総合的な計画の欠

如、効率的な災害対応の必要性、人材の確保、予算を確保）と、防災人材の育成、コミュニティにお

ける災害対応能力の強化といった課題を解決していくための支援に対しては、特に高いニーズがある。 

6.3 プロジェクト形成の考え方 

プロジェクトは、プロジェクトスキームとして「技術協力プロジェクト」を基本とし、上記の支援

ニーズにもっとも応える形をとれるものとし、以下の視点および図 6-1 に示す考えに基づいて形成

をはかる。 

 新たな災害管理の枠組みを推進する支援 

 OCD を中心に据えた支援を実施 

 個別課題でなく防災全体の課題へ対処が可能な支援 

 何らかの形で便益がコミュニティレベルにまで達する支援 

 災害管理におけるガバナンス向上に寄与する支援 

 関連機関および中央・地方の連携強化につながる支援 

 各種支援活動が国家災害管理計画の一部となるような支援 

 カウンターパート機関の通常業務を通じた支援 
 

National

Regional/Local

Community

Assistance

Enhanced Capacity
• Improved horizontal 

and vertical 
coordination

•Standardized 
operation

•Capable Officers
•Community’s coping 

capacity
•Etc.

Resilience against 
natural disasters

from national level 
to community level

個別課題でなく防災全体の課題へ対処
 

図 6-1 プロジェクト形成の考え方 
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6.4 OCD に対する優先支援分野および支援の考え方 

6.4.1 OCD に対する優先支援分野 

これまでの検討から、支援内容は、OCD 全体の底上げを図りつつ、以下の優先的な分野について

の能力強化につながる支援とする。 

 DRRM Plan（災害管理計画）策定プロセスおよび計画に示されたいくつかの事業実施を通じた、

計画立案および事業実施能力強化。 

 災害管理における意思決定、災害対応能力向上にむけた情報管理、各種活動等の標準化。  

 人材ニーズに対応するための人材育成・教育訓練計画の策定。 

 コミュニティ防災活動の促進を支援するため、ガイドラインの策定、パイロット活動の実施。 

6.4.2 OCD に対する支援の考え方 

OCD 全体の底上げを図りつつ、上記のような優先分野を OCD に対して支援していく枠組みとして、

本調査の結論として、「個別専門家（長期、省庁派遣専門家）の派遣」と「技術協力プロジェクト（技

プロ）の実施」を組み合わせた支援を行うことを提案する。 

OCD 全体としての能力強化を見たとき、本準備調査で当初想定していた「技プロのみによる支援」

でカバーできる範囲は、国家災害管理計画を中心とした優先的な支援分野に限られる。一方、OCD

には、他にも取り組まないといけない事柄（例えば、NDRRMC や各種テクニカルワーキンググルー

プの運営、災害アセスメントの推進など）も多く、それらに対応するには、何らかの形で組織全体を

底上げする必要がある。さらに、防災分野の特性から、災害対応といった突発的な事態もあり、この

ような組織全体をボトムアップし突発的な事態において必要な行動、意思決定について、幅広い視点

から適切な助言を行うことも OCD にとって必要な支援であり、OCD に常駐し、PDM に縛られない

活動が可能である個別専門家による支援の優位性が高い。 

技プロにより特定分野に集中的な支援を行い、支援対象分野の能力を向上させることと、個別専門

家がニーズをきめ細かく拾い上げ、OCD 全体のボトムアップをはかるという二つの支援スキームを

支援の両輪として組み合わせる事で、OCD 全体をバランス良く能力強化していくことが可能となる

と考える（図 6-2）。 

技プロによる優先
分野の能力強化

OCDの
キャパシティ

個別専門家による
ボトムアップ支援  

図 6-2 「個別専門家」と「技術協力プロジェクト」の役割分担イメージ 
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6.4.3 技術協力プロジェクトによる優先分野への支援内容 

（1） DRRM Plan（災害管理計画）策定支援 

災害管理計画の策定支援は、OCD の計画策定および実施能力と、関連各機関との調整能力の強

化の双方を目的とした活動となる。 

関係機関との協議、コンサルテーションワークショップの開催等を通じ、OCD の調整能力の向

上を期待する。また、策定プロセスで各種機関と議論を行うことで、技術的な面での知識向上が期

待される。さらに、計画に示された活動を中心的な存在として実施していくことで、事業実施能力

を向上させる。 

日本の経験を基にしたインプットをこれらの各プロセスにおいて行うことで、OCD が議論を主

導できるよう支援を行う。 

Enhanced Capacity of Disaster 
Management at All Level

OCD

OCD-RO

PDRRMO

Vertical 
Coordination

OthersHorizontal
Coordination

Preparation of 
Provincial DRRM 
Plan in Pilot 
Province(s)

Outcome from 
Scenario 1,2 and 3

Supervision

Consultation to 
OCD Preparation of 

National DRRM 
Plan

Others
Horizontal Coordination
at Provincial
Level

Technical 
Assistance 

by JICA

Technical 
Assistance 

by JICA

 

図 6-3 災害管理計画策定支援のイメージ 

可能であれば、地方の災害管理計画策定の支援を行うべきであるが、3 年間という当初の支援期

間を考えると、この部分については、現時点では、将来的（3 年間の技プロ終了後）な支援対象と

することが現実的であると考える。 

（2） 関連機関の調整能力向上、情報管理・共有、活動等の標準化支援  

情報管理・共有、活動等の標準化支援は、OCD の災害対応能力の向上・改善を目的とした活動

となる。 

ここでも、図に示すように、関係機関の連携と中央・地方の連携を意識した支援を実施する。災

害管理法により新たな防災枠組みが示された中で、各機関の役割を OCD が主導した形で整理した

うえで、優先的に標準化すべき事柄を決める。このようなプロセスにおいて、各機関に OCD が災

害管理の中心的存在である事を認識させるとともに、優先的に標準化する分野を参加者自ら考える

ことで、災害管理に関する政策上の優先順位を自覚させ、さらに、「自ら選択した活動」というこ

とで、活動のオーナーシップを高めることが期待できる。 
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日本の支援は、各種会議における技術的なインプット、日本における標準化の事例などを参考に

したものが想定される。 

Enhanced Capacity of Disaster 
Management at All Level

Necessity of review of role 
assignment, information 
flow, and existing SOPs

NDCC

New NDCC members

OCD

OCD-RO

New SOPs and 
Information 
Management

PDRRMO

MDRRMO

Vertical 
Coordination

NEDA DSWD DILG Others Horizontal
Coordination

New 
Organization

National 
Disaster Risk 
Reduction and 
Management 
Plan

Database on 
Disasters
White Paper

Technical 
Assistance 

by JICA

Technical 
Assistance 

by JICA

 

図 6-4 各種標準化に対する支援イメージ 
 
（3） 人材育成・教育訓練計画策定および実施支援  

人材育成・教育訓練計画の策定支援は、図 6-5 に示すように今後増大する防災人材のニーズに

対応するため、体系的な防災人材育成計画の必要性に対応するものである。 

Enhanced Capacity of Disaster 
Management at All Level

Capacity Development

NDCC

Increase 
staff

OCD

RDCC
OCD-RO

Necessity of 
Structured 
Training 
Program

PDCC
PDRRMO

MDCC
MDRRMO

New 
organization

Supervision
Technical Advice

National 
Disaster Risk 
Reduction and 
Management 
Plan

Structured 
Training 
Program

OCD Institute

Technical 
Assistance by 

JICA

 

図 6-5 人材育成計画策定支援への支援イメージ 

人材育成計画の策定には、期待される人材像を検討した上で人材育成目標を設定し、必要となる

訓練コースなどの検討を行い、現在のトレーニングプログラム、リソースの状況等を勘案し、体系

的な人材育成プログラムとしていく必要があるが、これらすべての過程において、日本のこれまで

の経験をもとにした支援を行う事が可能である。 
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（4） コミュニティ防災活動促進支援 体制構築への支援 

フィリピンではすでにいくつかの支援機関、NGO などがコミュニティレベルでの防災能力強化

活動を実施している。従って、本プロジェクトではコミュニティ防災そのものの実施に主眼を置く

のではなく、今後地方政府等がコミュニティ防災活動を円滑に実施していくための OCD による支

援体制を構築することに主眼を置くこととする。 

コミュニティ防災活動促進支援体制の構築に向けた支援は、下図に示すイメージのように、主と

して、過去の活動の整理、それを基にしたガイドライン類の策定、ガイドライン類の適応性チェッ

クとフィードバックというプロセスに対して行われる。 

本プロジェクトでも、コミュニティでの活動を行うが、実際のコミュニティ活動は、ガイドライ

ン類の適応性チェックのためのパイロット活動として行われ、コミュニティでの活動がこの部分へ

の支援の主体となることはない。 

Enhanced Capacity of Disaster 
Management at All Level

Community 
Based DRRM 
Guideline 
(Manual)

OCD

OCD-RO

Enhanced 
Capacity of 
Community

PDRRMO

MDRRMO

Vertical 
Coordination

OthersHorizontal
Coordination

Implementation 
of CBDRM as 
pilot testing

National 
Disaster Risk 
Reduction and 
Management 
Plan

Supervision

Input to 
OCD

Review of past 
CBDRM and 
prepare draft 
of guideline 

Fe
ed

ba
ck

Technical Assistance by JICA  

図 6-6 コミュニティ防災活動促進支援体制構築への支援イメージ 

6.4.4 「技術協力プロジェクト」の進め方 

「技術協力プロジェクト」の実施は、コンサルタント専門家（比較的長期間に亘ってフィリピンに

滞在）および行政派遣の短期専門家（2 週間程度の滞在を数回）から構成するチームにより実施する。 

プロジェクト期間は 3 年程度を想定し、初年度では、各種計画の立案に向けた支援を行うことに主

眼を置き、2 年目以降は、立案した計画をもとに、いくつかの事業等の実施を支援することで能力強

化をはかる。 

技プロの実施は、上記のように、「コンサルタント専門家」と「行政派遣の短期専門家」による「専

門家チーム」によりなされるが、プロジェクト目標達成の基本的な責任は、専門家チームの主体とな

るコンサルタント専門家が持つものとし、4 つの優先分野の成果および活動すべてを担当する。 

特に、第 1 年次に想定される各種計画の立案過程では、日本の有する知見をはじめとした各種技術

的なインプットに加え、ワークショップの開催支援、ドラフト類の取り纏めの支援などロジ的な意味
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合いが強い部分も含むことになり、これらすべてにコンサルタント専門家は、専門的観点から活動の

支援を行う。一方、行政派遣の短期専門家は、ワークショップ等のキーとなるイベントの前後におい

て、OCD へのインプット、コンサルタント専門家への助言等を行い、各種計画類の整備推進におい

て日本の行政官がもつ実地の経験を反映させる役割を期待する。また、前述の個別専門家も、プロジ

ェクトの実施に関し、OCD の能力強化という総合的観点から助言を期待する（図 6-7）。 

 
 1 年次 2 年次・3 年次 

個別専門家 
  

コンサルタント

専門家 
  

専門家

チーム 
短期専門家 

  

セミナー等のイベント 
  

図 6-7 プロジェクト実施イメージ 

6.5 その他 

6.5.1 個別専門家の派遣時期と活動の評価 

現時点での想定では、個別専門家の派遣時期は、「技プロ」の 2 年次開始時期あたりになるものと

見られる。「技プロ」の 2 年次からは、策定した計画に基づき様々な活動を開始する時期であり、個

別専門家の活動とも連携できる部分は多いと想定される。 

一方、個別専門家の派遣期間を 2 年間とすると、第 1 期目の個別専門家の派遣終了時期は「技プロ」

の終了時とほぼ同時期となる。 

能力強化のためには継続した支援が必要であることから、「技プロ」も可能であればフェーズ 2

の実施（合計で 5～6 年程度の支援となる）を希望するところであり、個別専門家についても、 低

でも 2 期、4 年程度は必要だと考えるが、防災分野において OCD を CP とした事業は初めての経験

であること、OCD の能力強化にとって「技プロ」、「個別専門家」の組み合わせを必須としている

ことから、その効果については総合的な視点から適切に判断する必要がある。 

したがって、「技プロ」のフェーズ 2 の実施、「個別専門家」の 2 期目以降の投入の是非について

は、「技プロ」の終了時評価の際に、「技プロ」の個別評価と同時に、「個別専門家」の個別評価と

「技プロ」との相乗効果等についても総合的に評価したうえで、決定されるべきである。 

6.5.2 各種標準化プロセス（成果②）におけるデータベース構築 

① OCD からの要望 

データベース構築に関する OCD からの要望としては、本調査中のヒアリング結果、PCM ワーク

ショップの結果から、1)災害管理活動の標準化、2)災害管理情報システムの開発があげられた。 

② 現状調査結果 

 データベースソフトウェア等 

連携 連携 

連携 

インプット インプット 

インプット 
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OCD 所有のデータベースとしては、既往災害履歴に関する“Calamidat”、避難所や避難人数

等の要救援の需要をまとめる“SAHANA”、災害時の人材・物資の供給をまとめる“EMIS 

(Emergency Management Information System)”の 3 種類がある。このうち、EMIS-SAHANA は

統合中であるが、プログラマーの離職により完成されていない。また、同様に Calamidat も更

新は可能なものの、プログラムの更新はできない状態となっている。また、SAHANA は GIS

を用いたデータベースであるが、データベース・システムも 10 年近く前に購入したものでア

ップデートが不可欠な状況となっている。 

 ハードウェア等 

上記 3 種類のデータベースに対応した 3 基のサーバーを保有しているものの、IBM からの中

古の提供品であり、10 年近く前の製品を使用しており、更新が不可欠な状態となっている。 

 その他 

災害情報の伝達用フォーマットは UNICEF の支援で作成された様式を基に作成した

“NDCC-OCD Operations Manual”を使用しているが、情報伝達時に必ずしもこの様式を使用

しているわけではなく、統一されていない。また、DSWD 等の他機関との情報伝達時の様式

も機関ごとの様式は統一されているものの、OCD はその中から必要な情報を選択する等の作

業が必要となるなど、他機関間との情報伝達も視野に入れた様式の構築が必要となっている。 

なお、詳細は附属資料 6 を参照されたい。 

下図にデータベース・システムのイメージを示す。 
 

データベース・システムの統合/情報伝達様式の標準化 

 

図 6-8 データベース・システムのイメージ 

6.5.3 技術協力プロジェクトで対象とするデータベース構築 

上述したとおり、OCD は将来、3 種のデータベース・システムを統合し、包括的な災害管理情報

システムの構築を目指している。本技プロで対象とするデータベース構築は、6.4.3（2）で記述した

ように、標準化の対象となったマニュアル／ガイドラインに関連するデータベースの構築に焦点を当

てたものになる。しかしながら、将来、包括的データベース・システムの構築に寄与できるようプロ

グラミングには十分留意し、さらに、包括的データベース・システム構築に向けた基礎情報収集やプ

ログラミング案などについても可能な限り支援を行うことが望まれる。

Calamidat 

EMIS-SAHANA 

Server Server 

SAHANA 

 

EMIS 

Server 
GIS システム 
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第7章 技術協力プロジェクトの概要 

7.1 プロジェクトタイトル 

和文：フィリピン国災害リスク低減・管理能力向上プロジェクト 

英文：The Project for Disaster Risk Reduction and Management Capacity Enhancement in the Philippines 

7.2 プロジェクトの目標 

上位目標：フィリピン国の政府機関による災害管理活動が改善される。 

プロジェクト目標：OCD の災害管理能力が強化される。 

7.3 プロジェクトの成果および活動 

プロジェクト目標の達成のために必要とされる成果は以下の 4 点である。 

成果１：災害リスク低減・管理に関する計画立案・実施能力が向上する。 

成果２：災害リスク低減・管理活動（情報管理含む）が標準化される。 

成果３：災害リスク低減・管理に関わる人材育成計画が策定される。 

成果４：コミュニティ防災活動の支援体制が強化される。 
 
上記成果を得るための活動は、以下の通りである。 

成果１：災害リスク低減・管理に関する計画立案・実施能力が向上する。 

（活動） 1-1 NDRRMP のコンセプトの策定 

1-2 NDRRMP に関するコンサルテーションワークショップの開催 

1-3 NDRRMP 案の作成 

1-4 NDRRMP 案の検討 

1-5 NDRRMP 案の法制化 

1-6 NDRRMP 案で選ばれた優先的活動の実施 

成果２：災害リスク低減・管理活動（情報管理含む）が標準化される。 

（活動） 2-1 関係機関の特定と役割分担の明確化 

2-2 必要となる人員、機材、設備等の検討 

2-3 標準化するガイドライン・オペレーションマニュアルの優先分野の検討 

2-4 ガイドライン・オペレーションマニュアル案の作成（少なくとも２分野） 

2-5 優先分野のオペレーションに必要な情報管理システムの整備 

2-6 ガイドライン・オペレーションマニュアル案に基づいた訓練の開催 

2-7 ガイドライン・オペレーションマニュアルの改訂 

成果３：災害リスク低減・管理に関わる人材育成計画が策定される。 

（活動） 3-1 防災に関する人材育成計画のコンセプトの作成 

3-2 OCD の人材育成計画の改訂 

3-3 防災に関する人材育成のための優先的なプログラム、トレーニングコース 

 の検討 

3-4 OCD の人材育成のための優先的なプログラム、トレーニングコースの検討 

3-5 防災に関する人材育成のための優先的なプログラム、トレーニングコース 
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 の開催 

3-6 OCD の人材育成のための優先的なプログラム、トレーニングコースの開催 

成果４：コミュニティ防災活動の支援体制が強化される。 

（活動） 4-1 過去に実施されたコミュニティ活動の整理 

4-2 コミュニティ防災活動推進ガイドライン案の策定 

4-3 ガイドライン案の適用性検討のためのパイロット活動実施 

4-4 コミュニティ防災活動推進ガイドラインの策定 

4-5 コミュニティ防災活動計画の作成 

7.4 プロジェクト期間 

プロジェクト期間は、調査時点では、2011 年 6 月ごろの開始が想定されることから、2012 年 6 月

から 2014 年 5 月までの 3 年間とする。 

7.5 プロジェクトの実施体制 

プロジェクトは、フィリピン側実施機関（OCD）および日本側専門家チームとの共同活動により

実施される。 

また、プロジェクト活動の確認、課題の解決のため、フィリピン、日本の関係者から構成される

JCC（Joint Coordinating Committee）を設置する。フィリピン側の実施体制および JCC の構成メンバ

ーは、以下の通りである。 

表 7-1 フィリピン側実施体制 

Project Director： Undersecretary Benito T. Ramos, Administrator, 
Office of Civil Defense (OCD) 

Project Manager： Mrs. Crispina B. Abat, Chief of Planning Division, OCD 

Planning Division 

Operation Division 

Training Division 

Administration and Finance Division 

Counterpart Staff／ 
Assistants/Supporting Staff 

OCD regional office 

JCC 
メンバー 

Chairperson Undersecretary Benito T. Ramos, Administrator, Office of Civil 
Defense (OCD) 

 Philippine side 1) OCD 
2) NEDA 
3) DILG 
4) DSWD 
5) DOST 
 - PAGASA 
 - PHIVOLCS 
6) Other authorities concerned appointed by OCD 

 Japanese side 1) Chief Representative of JICA Philippines Office 
2) JICA experts 
3) Member of missions dispatched by JICA 
4) Other person(s) concerned appointed by JICA 

 



 

 
 

7-3

7.6 日本国側投入計画 

7.6.1 専門家派遣 

専門家チームは、コンサルタント専門家および行政派遣の短期専門家から構成する。コンサルタン

ト専門家は以下の各分野をカバーする。 

 総括（他の専門分野、特に「災害管理計画」との兼任も可） 

 災害管理計画 

 防災オペレーション 

 人材育成計画 

 コミュニティ防災 

 情報管理システム 

 業務調整 
 
一方、省庁派遣の短期専門家がカバーする専門分野は、プロジェクトの進行に合わせ必要となる分

野とするが、現時点では、1) 国家災害管理計画、2) 防災活動標準化、3) 防災人材育成といった分野

が想定される。なお、短期専門家の派遣期間は、セミナーなどのイベントの時期を中心に、2 週間程

度を想定する。 

7.6.2 その他の投入 

専門家派遣以外の投入は以下の通りである。 

 情報管理に必要な機材の供与 

 研修員受け入れ（本邦研修） 

 コミュニティ防災活動推進ガイドライン作成のためのパイロット活動費用 

 その他現地で必要となる活動費等 

7.7 フィリピン国側投入計画 

フィリピン側から必要とされる投入は、以下の通りである。 

 カウンターパートの配置 

 プロジェクト活動に必要な事務スペース等 

 プロジェクト活動に必要な経費 
 
なお、プロジェクトの各成果の担当は、OCD の各 Division（成果 1：Planning、成果：Planning お

よび Operation、成果３：Training、成果４：Planning、Training および Regional Office）である事から、

プロジェクトへのカウンターパートは、OCD の各 Division から配置されることが必要である。 

7.8 実施スケジュール 

本プロジェクトは、フィリピン側からの正式要請を待っている段階である。フィリピン側からの正

式要請が有り次第、日本側の手続きが行われ、支援の開始となる見込みである。 

本準備調査で OCD と合意したとおり、早急な要請書の提出がなされれば、本プロジェクトの開始

は 2011 年 6 月頃と想定されることから、2011 年 6 月開始を想定した実施計画案を策定し、PDM 案

とともに先方政府に提示した（附属資料１）。 
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7.9 プロジェクト実施上の留意点 

7.9.1 キャパシティ評価 

本事業は OCD の能力強化を目的としたものである。本事業は、旧開発調査のように日本側専門家

（コンサルタント）が手を動かして計画類を作成しそれによって成果とすることも可能であるが、そ

れでは、能力強化という本事業が持つ本来の目的を達成することは叶わない。従って、能力強化・技

術移転を大前提とした事業であることを念頭に活動を実施し、活動期間中の各節目において CP のキ

ャパシティ評価を実施し、CP の主体性や能力強化の定着具合を見ながら、 適な技術移転方法をそ

の都度提案する。 

7.9.2 実施機関における予算措置 

本事業終了後の成果の継続のためにも、実施機関において活動継続のための予算化が必要となって

くる。事業実施中の段階から活動の予算化に向けた技術移転を心がける。 

7.9.3 他ドナー案件との連携 

2010 年 6 月に災害管理法が制定された後、AusAID は、災害リスク低減・管理フレームワークの策

定および IRR の地方への説明ワークショップの実施等を予定している。これら支援は、成果①の「国

家災害管理計画の策定」に関連することも多々あるため、OCD を通じて情報共有に努める必要があ

る。さらに、成果③「人材育成計画」については、本事業でカバーできる研修／プログラムの実施は

限られること、実施機関の予算措置も過度に期待できないことから、他ドナーの支援による実施も視

野に入れる必要がある。そのためにも、計画策定段階から他ドナーの協力を仰げるよう努める必要が

ある。
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第8章 プロジェクト評価 

8.1 妥当性 

本プロジェクトは、以下の点から妥当性は高いと判断される。 

 新しい災害管理法が制定されたフィリピン防災セクターでは、防災関連の制度・組織の改革、組

織・要員の災害管理能力の強化、災害リスク軽減を図るためコミュニティレベルでの防災活動を

全国的に展開していくことが求められており、これらの災害管理施策を中心的に調整し実施する

機関としての OCD に対して、更なる能力強化のニーズは非常に高い。 

 フィリピンは国家レベルの災害管理にかかる総合的な中・長期計画を持たない。新しい法律では

OCD が関係機関とともに「国家災害リスク低減･管理計画（NDRRMP）」を立案することが義務

付けられており、OCD から本計画策定に関する技術的支援に対するニーズは緊急的かつ極めて高

い。 

 災害対応および災害に対する事前準備を効率的に行うためには、関係機関の明確な役割分担、情

報共有、災害対応時の活動ルールの徹底が重要である。しかし、現在の役割分担やルールの多く

は、これまでの災害対応経験の蓄積から次第に定まってきたものであり、現地 PCM ワークショッ

プでも関係機関からこれらの課題が指摘され、災害管理活動（特に OCD の活動）の標準化にかか

るニーズが確認された。 

 本プロジェクトで取り組む災害管理計画、防災人材育成計画、オペレーションマニュアルの策定

過程では、日本が有する防災行政の知見、経験（災害リスクの把握、緊急対応から復旧・復興ま

での防災サイクルに基づく各種技術的なノウハウ）が有効であり、支援における日本の技術の優

位性を活かすことが可能である。 

 フィリピン政府は、中期国家開発計画（Medium Term Philippine Development Plan: MTPDP）

2004-2010」の中で、河川改修など従来の構造物対策だけでなく、リスク・アセスメント、土地利

用など開発計画分野における災害リスク軽減化の推進、地方行政組織職員や地方関係機関に対す

る災害マネジメント知識・教育の普及、災害マネジメント制度の改革など非構造対策を重視する

アプローチを掲げている。また、「兵庫行動枠組み 2005-2010」に対応するロードマップとして

NDCC が策定した“Strengthening Disaster Risk Reduction in the Philippines: Strategic National Action 

Plan (SNAP) 2009-2019”の中では、災害リスク軽減・管理に関わる①政策環境づくり、②経済面

の健全化、③市民による意思決定の醸成、④安全性の強化、⑤災害リスク軽減化の実施・評価の

5 つの戦略的目標をかかげ、OCD は多様な関係機関との調整（①）、官民の連携（②）、情報発

信・管理および効率的な災害対応に向けた準備（③）、防災関連機関の組織、技術力強化（④）

を中心となって行なうこととなっている。以上のとおり、フィリピン国の国家開発政策、防災関

連計画において防災関連組織の強化が掲げられており、本プロジェクトは、フィリピン国全体の

政策に沿ったものである。 

 我が国の対フィリピン国別援助計画（2008 年 6 月）は、重点開発課題として「貧困層の自立支援

と生活環境改善」に対する支援を掲げている。その中で「基礎的社会サービスの拡充（貧困層を

取り巻く生活環境の改善）」の一つとして「自然災害からの生命の保護」を実現するため、住民

が災害から避難するために必要となる対策の強化等にかかる支援を掲げている。一方、JICA にお

いても、2007 年度に防災プログラム形成調査を実施し、中央政府と地方自治体・コミュニティが
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防災を自立的に取り組んでいくための防災プログラムを策定し、中央政府レベルの制度・政策支

援、コミュニティ支援に関して優先プロジェクトが提案されている。本プロジェクトは、この方

向性に沿った形で準備されたものであり、防災分野への支援プログラムとの齟齬はない。以上の

とおり、我が国の援助政策において本プロジェクトの位置づけは明確であり、活動内容も JICA の

事業実施計画に合致している。 

8.2 有効性 

本プロジェクトは、以下の点から有効性が見込める。 

 本プロジェクトの目標である「OCD の災害管理能力を強化する」ためには、まず始めに OCD お

よび関係政府組織の災害管理活動の中・長期的指針となる国家レベルの災害管理計画を策定する

必要がある（成果①）。本プロジェクトでは、この国家災害管理計画の中でも特に OCD が優先的

に取り組むべき分野として、各種活動（オペレーション）マニュアルの標準化や基本的な情報管

理システムの整備（成果②）、防災分野の人材育成（成果③）、コミュニティ防災推進ガイドラ

インの作成（成果④）に対して技術支援を行い、その結果として策定された国家災害管理計画に

基づき、OCD が災害管理活動を行うことのできる能力を強化する構成となっており、プロジェク

トの有効性は高いと判断できる。 

 本プロジェクトには、成果①～④で作成された計画のうち、各計画の中で優先度の高い活動の実

施が含まれている。このようなアプローチにより、必要な各種計画の整備がなされるとともに、

整備された計画が確実に実施されるメカニズムが構築されることが期待できる。その結果、OCD

の災害管理活動に関する計画・実施能力は向上し、プロジェクトの目標は達成可能であると判断

される。 

 本プロジェクトのターゲットは OCD の全職員である。OCD の災害管理能力の向上をはかる指標

としては、国家災害管理計画に基づいた災害管理活動の実績（件数、予算、内容）が設定されて

おり、プロジェクトの目標設定は明確である。 

 本プロジェクトの目標を達成するためには、プロジェクトで技術移転を受けた職員が継続して勤

務することが重要である。一方、OCD では、全職員の能力向上およびキャリアパスの明確化に対

するニーズが高い。現在の OCD 職員の定着率は 8 割程度と決して低い水準ではないが、定着率を

維持するためにも、プロジェクトで改訂される OCD の人材育成計画において、全職員の能力向上

およびキャリアパスの明確化に対する配慮を行なう必要があると思われる。 

8.3 効率性 

本プロジェクトは、以下の点から効率性が見込まれる。 

 本プロジェクトでは、プロジェクト開始 1 年目に各種計画およびガイドラインの立案が行なわれ、

成果②～④で作成される計画は成果①の一部として組み込まれるように効率的に構成されている。

また、2 年目、3 年目にこれらの計画・ガイドラインに基づき各種活動が実施され、フィードバッ

クが行なわれることによってプロジェクトの 終成果が達成される見込みである。 

 日本側より各種活動に関する技術的なインプットは、比較的長期に現地に滞在し様々な面で支援

を行うコンサルタント専門家と日本の防災行政の経験・知見を有する省庁からの専門家によりな

される予定となっている。これら官民の専門家がそれぞれの得意分野を活かした形で活動するこ

とによって、技術移転の効率および効果が高まることが期待できる。 
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 各成果において実施される予定の優先的な活動・プログラムは、現時点では特定されていないた

め投入計画にリスクはあるが、優先的な活動の選択にあたっては、投入のリソースと日本人専門

家の持つ技術的な優位性を鑑みて 終的に決定することが合意されている。 

 日本側より情報管理システム、特にデータベースの統合にかかる機材が投入される計画であるが、

機材それぞれの具体的な投入タイミングについては未定である。投入予定の機材は、現地で調達

される予定であり発注から納品までに多大な時間を要するほどの大型または稀少な機材というわ

けではないことから、プロジェクト開始後に具体的な投入計画を立てることで問題はないと考え

られる。 

 本プロジェクトの活動は、多くの関係機関と連携を図っていく必要があり、関係機関の協力をな

くしてプロジェクトの成果を達成することは難しい。現時点で関係機関のコミットメントは高い

と予想されるが、各種計画の立案から実施まであらゆる機会において、関係機関との情報共有や

積極的な参加の促進を促すよう努める必要がある。 

8.4 インパクト 

本プロジェクトの実施によるインパクトは、以下のように予測できる。 

 これまでの災害管理活動の 大の課題は、関連機関の活動が調整の少ないままに行われているこ

とであるが、本プロジェクトの支援で国家災害管理計画が策定される。そのため、今後の防災活

動は、統合的な視点に基づいたものに改善される可能性がある。したがって本プロジェクトの上

位目標が達成される見込みは十分に高いと考えられる。 

 本プロジェクトで作成される各種オペレーションマニュアルは、災害によってその内容は異なる

ものの、その構成は他の災害でも活用可能である。また、これらを見本として、他の災害種にお

いても OCD がイニシアティブを取って活動の改善に取り組むことが期待できる。 

 OCD には防災関連政府機関（OCD を含む）に関する人材計画はなく、防災に関する研修は、主

としてドナー等からのオファーに基づき行なっている状態である。本プロジェクトによる人材育

成計画の作成と実施は、今後 OCD に必要とされている研修機関を設置するための足がかりとして

インパクトを与えるものと想定される。 

 OCD ならびに各関連機関が連携を深め災害管理活動が効率的に行なわれることにより、災害被害

が軽減されれば、特に災害に対して脆弱な貧困層に対して大きなインパクトを与えることができ

る。 

 プロジェクト終了後に関連政府機関による災害管理活動が改善されるためには、関連政府機関が、

国家災害管理計画に基づき、事業と予算配分の見直しを行うことに加え、新しい活動に必要な予

算が確保される必要がある。そのためには、プロジェクト実施段階から、計画に基づいた予算獲

得の必要性について OCD ならびに関係機関に対する継続的な働きかけが必要である。 

8.5 自立発展性 

以下の点から、本プロジェクトの自立発展性は概ね高いと考えられるが、いくつかの側面について

は継続的にモニターし、確認していくことが必要である。 

 政策・制度面 

① 2010 年 6 月に新しい災害管理法が制定された直後であり、本プロジェクト終了後も現在の政策

が継続する見込みである。 
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② 新政権（2010 年 7 月発足）による中期国家開発計画は未発表ではあるが、新法律の制定、SNAP

などの内容から判断して、総合的な災害リスク軽減管理活動の取り組みについては今後も継続

的な政策支援を受けられる可能性は高い。 

 組織・財政面 

① 本プロジェクトのターゲットである OCD は、1978 年に設立されて以来、災害管理政策および

各種施策の実施など災害管理全般を担当してきた組織であり、現在でも災害対応の調整、手続

きを行なう中核組織である。防災担当組織としては珍しく各管区（Region）に地方事務所を持

っており、災害管理の中心的組織として役割を果たしていく素地は揃っている。したがって本

プロジェクトにより本部や地方事務所の人材育成能力がさらに向上すれば、組織面での自立発

展性はあると見込める。 

② 調査時点で OCD は既に来年度の予算申請を終えているため、本プロジェクトに必要な予算は

計上されていないが、プロジェクト 1 年目は計画作成のための他機関との連携・調整などが活

動の中心と想定されることから、経常費および災害対応基金によって活動予算を賄う予定とさ

れている。なお、専門家による執務スペース、設備の提供などは既に合意されている。2 年目

以降は、必要に応じて予算申請が行なわれる予定ではあるが、予算の確保についてはプロジェ

クト活動の一環と位置づけ留意する必要がある。 

 技術面 

① プロジェクトで作成される各種計画類は、国家災害管理計画の一部として法制化される予定で

あるため、プロジェクトの成果はプロジェクト終了後も活用されることが期待できる。 

② OCD は、政府の財政事情により職員を継続的には採用できておらず、既存の OCD 職員に対す

る局内の防災研修プログラムはないため、人材育成は、OJT もしくはドナー主催の防災セミナ

ーや研修に頼らざるを得ない状態である。また、研修などで得た知識を他の職員に伝達すると

いった機会もないため、現状では技術面の自立発展性は乏しいと言わざるを得ない。しかし、

現地 PCM ワークショップでは、こうした現状に対する職員の問題意識は非常に高く、各専門

分野の日本人専門家が技術的インプットだけでなく職員間の知識の共有、伝達メカニズムの構

築にも留意することで、プロジェクト終了後の技術面の自立発展性が高まる余地は大きいと見

込まれる。なお、技術者の新規採用もしくは日本の内閣府防災担当のように関係省庁から技術

者の継続的な出向など、OCD に技術者を継続的に確保するための働きかけをすることが望まれ

る。
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第9章 まとめ 

フィリピンでは、多くの自然災害が発生し、毎年多くの人々が被災する。自然災害による度重なる

被災は、貧困を加速させ持続的発展の阻害要因であることから、災害管理（防災）は、重要な課題で

ある。フィリピンでは、これまでも多くの災害管理活動が実施されてきており、日本もフィリピンの

災害被害軽減の努力に対して、長年の支援を続けている。 

フィリピンに対してこれまで日本が実施してきた災害管理にかかる支援は、個別災害の対策計画の

立案とそれに基づいた災害対策施設（河川改修、堤防、砂防施設、ポンプ場等）の建設、気象や火山・

地震観測能力の向上支援といった技術分野に比較的特化したものであり、DPWH、PAGASA、

PHIVOLCS という技術担当機関をカウンターパートとするものが多く、OCD のような防災全般の調

整機関に対する支援はほとんど行われてこなかった。 

災害管理には、上記のような技術機関のみならず、多くの機関が関連する。また、災害による被害

を 小限とするためには、災害を未然に食い止める構造物的対策の実施に加え、組織・制度の整備、

早期警報の充実による避難体制の整備、コミュニティによる防災活動など非構造物的な対策を併せて

実施する事が必要であり、防災全般を調整する機関が果たす役割は大きく、そのような機関に対して、

これまで日本が行ってきた災害軽減の経験を元にした支援を行う意義は大きい。 

幸いにも、2010 年 6 月、フィリピンは災害管理法を制定し、これから国家災害管理計画の立案や

地方自治体内への災害管理部局の設置等を行い、フィリピン国全体の防災の枠組みを新たに構築しよ

うとしているところである。OCD は、新たな枠組みに向けた活動の中心となる機関であり、関連機

関から高い期待をされていると同時に、OCD 内部のモチベーションも高まっている。 

本準備調査で実施した PCM ワークショップでも、周囲の期待や内部のモチベーションの高さは確

認され、PCM で明らかになった支援ニーズに対する期待は非常に高く、能力強化支援を行う好機で

あると考えられることから、早急なプロジェクトの実施が望まれる。
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第10章 英文要約 (Summary) 

10.1 Introduction 

10.1.1 General 

In June 2010, the “Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act (Republic Act No.10121)” has 

been enforced by passing the parliament.  Following  the enactment of  RA No.10121, the Implementing 

Rules and Regulations (IRR) of RA No.10121 was crafted by OCD through mutual consultation with the 

concerning organizations and it was signed by the Chairman of NDRRMC in September 2010. 

In RA No.10121, new Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) philosophies are presented and it 

requires new developments in terms of institutions and policies.  In addition to the national level requirement 

of paradigm shift, changes in local level DRRM, such as establishment of (Local Disaster Risk Reduction and 

Management Office (LDRRMOs) in Local Government Unit (LGU), are also required for developing a 

seamless system for DRRM in normal and emergency situations. 

To contribute the implementation of abovementioned new Philippines’ DRRM effort, the “Preparatory 

Survey on Building the Resilience of Communities and Nation to Natural Disasters in the Republic of the 

Philippines” (the Survey) was conducted for the formulation of  the Technical Cooperation Project (TCP) in 

the areas of the capacity enhancement of the national government as well as communities’ coping capacity that 

have been identified in the “Project Formulation Study on the Program for Disater Prevention (Disaster Risk 

Reduction and Disaster Risk Management)” conducted by JICA in 2008. 

The Preparatory Survey started in February 2010 and the survey team was dispatched to the Philippines 

three times as follows. 

1st Batch (Feb. 25 – Mar. 6): Information collection from Donor Agencies 

2nd Batch (July 28 – Sep. 3): Preparation of the project outline 

3rd Bath (Nov. 1 – Nov. 19): Preparation of the project detail (PDM and PO) 

10.1.2 Summary of Discussion 

（1） 1st and 2nd Batch of the Survey 

In the 1st and 2nd batch of the Survey, through the consultation with OCD, related organizations (NEDA, 

DILG, DSWD, and DOST) and Donor Agencies (EU, GTZ, AusAID, UNDP, WB), the outline of the 

project which may contribute to the development of national level institutional arrangement and 

strengthening of community in coping to disasters was agreed. 

（2） 3rd Batch of the Survey 

In the 3rd batch of the Survey, based on the result of the 1st and 2nd batches, additional interviews and 

the outcome of the PCM workshop which was organized by the Survey team with the participants from 

OCD, NEDA, DILG, PAGASA and PHIVOLCS, the detailed plan for the Project which is presented in 10.4 

of this report, has been formulated and it was agreed between OCD and JICA. 
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An interview to the DPWH official was also conducted in the 3rd Batch to share the information of the 

Project as DPWH plays a great role in DRRM especially in implementing structural measures to mitigate 

natural disasters.  According to the DPWH official, DPWH welcomes the idea of JICA to implement TCP 

which directly targets OCD and has no particular objection to the Project, and thus the understanding of 

DPWH over the implementation of the project was obtained. 

10.2 Issues on DRRM 

10.2.1 Issues on DRRM in OCD 

In the Philippines, an institutional arrangement, such as enactment of RA No.10121 as the basic DRRM Act, 

preparation of SNAP as the strategy and framework of DRRM, and establishment of NDRRMC and OCD as 

decision making, coordinating and implementing body of DRRM activities, has already been established as 

base for implementing DRRM activities. 

In addition to the institutional set up, technical organizations for DRRM, such as PAGASA, PHIVOLCS 

and DPWH are making efforts to minimize the damage of disasters.  Efforts on mainstreaming of DRRM into 

planning and development process by NEDA and DILG, hazard and vulnerability assessments, and CBDM 

activities arealso being implemented in the selected areas of the Philippines. Therefore, it can be said that the 

efforts in DRRM has reached at certain level. 

However, through the effort of OCD, it is hard to say that the DRRM activities implemented by each 

DRRM related organization are being implemented under the unified DRRM policy and/or plan due to the lack 

of the NDRRMPF and NDRRMP that are stipulated in RA No.10121 and it would be a similar plan to the 

Japanese “Disaster Management Basic Act”. 

When the situation of OCD was examined, it was found out that the activities are not done under the single 

policy.  Because of the budget constraints from OCD, projects are usually being implemented by the fund 

from other agencies.  It is also difficult for OCD to implement and control such projects by their own 

initiative due to the lack of plan and depending on the fund from donors. 

Additionally, in spite of the effort of PAGASA, PHIVOLCS and DPWH, in reality, the activities 

implemented by these agencies are limited.  Especially in areas having structural measures are limited and it 

takes long time to be implemented. Therefore, it is important to respond to disasters in effective manner and 

OCD shall play the great role in disaster response effectively. 

Accordingly, issues of OCD could be aggregated as 1) Lack of national level comprehensive and 

long-/mid-term DRRM plan to control DRRM activities, 2) Necessity of more effective disaster response to 

minimize disaster damage, 3) Foster and secure enough human resources in OCD to implement the measures 

based on the plan, and 4) Allocate enough budgets for implementing measures. 

10.2.2 Issues on DRRM in Local Level 

As one of the requirements of RA No.10121, local governments shall establish the DRRMO and formulate 

the local DRRMP to activate and promote the DRRM activities. 
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However, especially in local level, human resources that have the experience and knowledge on DRRM are 

limited. It is difficult to fill the increasing needs of such human resources for Local level DRRMO and 

implementing necessary activities of DRRM. Thus, development of human resources is also an important issue 

in the local level DRRM. 

Further, as implementation of structural measures might be limited under current financial situation, 

enhancement of the communities’ coping capacity as front of disaster damage reduction would be an important 

issue in local level as well as enhancing the DRRM capacity of government organizations. 

10.3 Formulation of the Project 

10.3.1 Basis of Project Formulation 

It is clearly identified the necessity of strengthening of the capacity of OCD as central coordinating and 

implementing body of the DRRM activities through the interview to OCD, Co- Vice Chair Agencies and 

Donors, field surveys and PCM Workshop. 

From the viewpoint of the needs for technical assistance for capacity enhancement, to address the 

shortcomings of a) lack of national level and comprehensive DRRM plan, b) ineffective DRRM operation, c) 

lack of human resources for implementing DRRM both in national and local level, d) lack of budget, and e) 

enhancement of communities’ coping capacity against disasters are identified as high priority areas. 

As the needs of assistance are mainly on the capacity enhancement of OCD and its staffs, Technical 

Cooperation Project (TCP), one of the assistance scheme of Japanese ODA, would be the most appropriate 

scheme of assistance, and the followings are taking into account for formulating the detail plan of the Project. 

 Assistance should promote new DRRM policy framework presented in RA No.10121 

 OCD centered approach should be taken. 

 Assistance should address issues on entire DRRM not to address individual problem. 

 Benefit of assistance should be down to community and individual level 

 Assistance should contribute to create good governance in disaster management 

 Horizontal and vertical coordination should be strengthened by implementing the Project and the Project 

contribute to bridge missing links 

 Outcome of the activities of the Project should become a part of NDRRMP 

 Activities shall be a part of daily activities to avoid putting additional work to the OCD staff by the 

Project. 

10.3.2 Priority Areas and Concept of Assistance 

Japanese assistance to OCD should contribute in raising the level of OCD as a whole. It should also be 

implemented with the project that focuses on the capacity enhancement of following priority areas. 

 Planning and implementing capacity enhancement of on DRRM through the planning activity of 

NDRRMP and implementation of the measures mentioned in the NDRRMP 

 Standardization of DRRM activities including information management for enhancing the capacity of 

decision making in DRRM and disaster response activities. 
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 Formulation of human resource development plan for DRRM to meet with increasing needs of human 

resources 

 Development of guidelines and implementing of pilot activities for establishment and promotion of the 

supporting system to CBDRM 

To accomplish the aims of both raising the level of OCD as a whole and the capacity enhancement of 

priority areas, the Survey proposes that the Japanese assistance to OCD should be implemented in combination 

of the dispatching an expert as general advisor to OCD and a TCP that focus on capacity enhancement of the 

priority areas. By implementing two assistant schemes simultaneously, the aim of the project expected to be 

achieved effectively and efficiently. 

The TCP (The Project) will be implemented by the Expert Team dispatched by JICA, and the Expert Team 

member may consist of Japanese Government officers, consultants and other specialists in DRRM. 

The project period expected to be three (3) years.  In the first year of the project, the project activities will 

be concentrated to prepare the plans, manuals and guidelines that will be bases of the DRRM activities. In the 

second and third year of the project, for enhancing the implementing capacity, some measures and activities 

will be selected form the plan prepared in the first year of the project and implemented with assistances of the 

Expert Team. 

10.4 Summary of the Project 

The table shown below presents the summary of the Project agreed between OCD and JICA in the 3rd 

batch of the Survey. 

Summary of the Project 

Project Name: The Project for Disaster Risk Reduction and Management Capacity Enhancement in the 
Philippines 

Overall Goal: DRRM activities conducted by government organizations in the Philippines are improved.  

Project Purpose: Capacity on DRRM of OCD is strengthened. 

Output: 1. Planning and implementing capacity on DRRM is strengthened. 
2. DRRM activities including information management are standardized. 
3. Human resource development plan for DRRM is developed. 
4. Supporting system to Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) is 

strengthened. 

Output 1 1-1 Develop the concept of NDRRMP 
1-2 Conduct consultation workshops for NDRRMPNDRRMP 
1-3 Prepare the draft of the NDRRMP 
1-4 Examine the draft of NDRRMP 
1-5 Facilitate the possible legislation process of the draft NDRRMP 
1-6 Implement the selected activities in the NDRRMP  

A
ct

iv
it

y 

Output 2 2-1 Identify the relevant organizations and their roles on DRRM activities 
2-2 Identify the necessary human resource, equipments and facilities on DRRM activities  
2-3 Identify priority areas of standardized guidelines and operation manuals 
2-4 Prepare the draft of guidelines and operation manuals (at least 2 areas) 
2-5 Develop information management system for implementing activities of identified 

priority area  
2-6 Conduct exercises based on the draft guidelines and operation manuals 
2-7 Revise the guidelines and operation manuals 
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Output 3 3-1 Develop the concept of technical capacity building plan for DRRM 
3-2 Improve human resource development plan of OCD  
3-3 Identify the priority programs/training courses for technical capacity building for 

DRRM 
3-4 Identify the priority programs/training courses for human resource development of 

OCD 
3-5 Conduct and review the programs/training courses for technical capacity building for 

DRRM 
3-6 Conduct and review the programs/training courses for human resource development of 

OCD 

Output 4 4-1 Review the previous CBDRM activities 
4-2 Prepare the draft guideline of CBDRM activities 
4-3 Conduct the pilot activities based on the draft guideline of CBDRM activities 
4-4 Revise the guideline of CBDRM activities 
4-5 Prepare the action plan of OCD to support CBDRM activities 

Project Period: June 2011 – May 2014 (3 years) – Tentative 

Target Area: Metro Manila (Central Government) and Pilot Area (2 – 3 Areas) 
* Pilot areas will be determined in the 1st year of the Project. 

Japanese Side 
Input: 

Dispatch of Experts:  
 Disaster Risk Reduction Management Plan/Team Leader 
 Disaster Risk Reduction Management Operation 
 Human Resource Development & Planning 
 Community Based Disaster Risk Management 
 Information Management System 
 Project Coordinator 

Cost of development of information management system 
Cost of pilot activities for CBDRM  
Counterpart Trainings in Japan 

10.4.1 Implementing Structure 

The Project will be implemented by the mutual collaboration work with the concerned organizations in the 

Philippines side and the Japanese Experts Team. For the effective and successful implementation of the Project, 

a Joint Coordinating Committee (JCC) will be established. The overall policy decision, coordination and 

progress monitoring of the Project will be jointly conducted by the Philippine authorities concerned and JICA, 

through the JCC. 

Project Implementing Structure 

Project Director： Undersecretary Benito T. Ramos, Administrator, 
Office of Civil Defense (OCD) 

Project Manager： Mrs. Crispina B. Abat, Chief of Planning Division, OCD 

Planning Division 

Operation Division 

Training Division 

Administration and Finance Division 

Counterpart Staff／ 
Assistants/Supporting Staff 

OCD regional office 

Chairperson Undersecretary Benito T. Ramos, Administrator, Office of Civil 
Defense (OCD) 

JCC 
Member 

Philippine side 1) OCD 
2) NEDA 
3) DILG 
4) DSWD 
5) DOST 
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 - PAGASA 
 - PHIVOLCS 
6) Other authorities concerned appointed by OCD 

Japanese side 1) Chief Representative of JICA Philippines Office 
2) JICA experts 
3) Member of missions dispatched by JICA 
4) Other person(s) concerned appointed by JICA 

 

10.4.2 Inputs to the Project 

The following input will be required for implementing the Project. 

Inputs to the Project 

 Item Detail 

Dispatch 
Experts 

Disaster Risk Reduction Management Plan/Team Leader 
Disaster Risk Reduction Management Operation 
Human Resource Development & Planning 
Community Based Disaster Risk Management 
Information Management System 
Project Coordinator 

Japanese Side 

Other Input Cost of development of information management system 
Cost of pilot activities and material preparation for CBDRM  
Counterpart Trainings in Japan 
Other cost for Japanese Expert activities 

Assignment of 
Counterpart 
Personnel 

As each division of OCD will be in charge of the project outputs, the 
Project requires assigning the counterpart personnel from the respective 
division. 
Output 1: Planning Division 
Output 2: Planning Division and Operations Division 
Output 3: Training Division 
Output 4: Planning Division, Training Division, Regional Office 

Philippines 
Side 

Others Office space and equipment for the Project activities 
Cost for the Project Activities especially for the counterparts 

10.4.3 Implementing Schedule 

As formal request of the Project implementation has not been submitted to the Japanese Government at this 

moment (Nov. 2010), during the Survey, OCD agreed to submit the necessary document as soon as possible to 

start the Project immediately. After receiving the formal request from the Philippines Government, the 

Japanese side starts the necessary procedures and it will take at least 6 month. Hence, in the earliest case, the 

commencement of the Project will be in June 2011. 

10.5 Concluding Remarks 

In the Philippines, thousands of people suffer from natural disasters every year. Frequent disasters will 

accelerate poverty and it may hinder the sustainable development, therefore minimizing the damage of natural 

disasters by taking appropriate DRRM measures is an important issue in development process. Many of 

measures to address the natural disasters have been implemented in the Philippines and continuous assistances 

in the DRRM have been provided by the Japanese Government for many years. 
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The Japanese assistance in DRRM to the Philippines have relatively been focused on technical aspects such 

as formulating the plan and implementation of structural measures to address individual disasters and 

enhancement of monitoring and forecasting capacity of weather, volcano and earthquake. Those projects have 

usually been implemented with the technical organizations of DPWH, PAGASA and PHIVOLCS, and no 

technical assistance has been provided to the policy implementing and coordinating body of the DRRM like 

OCD. 

DRRM relates many organization as well as the technical organizations like the above.  Further, 

implementing non-structural measures, such as development of institutional systems, strengthening of 

evacuation systems by installing an effective early warning and CBDRM activities, together with structural 

measures to forestall disasters is essential to minimize the damage caused by disasters. In this regard, the 

organization like OCD, who has an overall responsibility to coordinate in DRRM has a great role. Therefore, it 

is significant to provide the technical assistance to OCD with Japanese advanced knowledge and experience in 

DRRM. 

After the enactment of RA No.10121, the Philippine Government is in effort to create new framework of 

DRRM and OCD would be a key to success. In this context, OCD should play larger role in the DRRM and 

has been expected larger role from other related organizations. 

Through the interview and PCM workshop, it is confirmed that OCD staffs have high motivation for 

enhancing their capacity to fulfill the expectations. Accordingly, it is good opportunity for implementing the 

project for OCD capacity enhancement and earliest implementation of the Project proposed in this report is 

desirable. 
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附属資料２ 事前評価表（案） 
 

作成日：平成 22 年 12 月 14 日 
担当部・課：フィリピン事務所 

１．案件名：フィリピン国災害リスク軽減・管理能力向上プロジェクト 

    Project for Disaster Risk Reduction and Management Capacity Enhancement in the Philippines  

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、フィリピンにおける災害管理活動の中心組織である市民防衛局（Office Of Defense: OCD）

に対して１）国家防災計画の策定支援、２）災害リスク軽減・管理に関わる情報管理、活動の標準化、３）防災に

関わる人材育成計画の策定、４）コミュニティ防災活動推進の強化を行なうことにより、OCD の災害管理能力の向

上を目的とするものである。 

（２） 協力期間：2011 年 6 月～2013 年 6 月（3年間）（予定） 

（３） 協力総額（日本側）：●●億円 

（４） 協力相手先機関： 

実施機関：市民防衛局（Office of Civil Defense：OCD） 

協力機関：国家経済開発庁（National Economic Development Authority: NEDA） 

内務自治省（Department of Interior and Local Government: DILG） 

社会福祉省（Department of Social Welfare and Development: DSWD） 

科学技術省（Department of Science and Technology: DOST） 

（５） 国内協力機関：なし 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

直接裨益対象者は、OCD の本部職員約 100 名と地方センター職員約 220 名である。間接裨益対象者は、フィリピ

ンで防災事業に関わる政府機関職員、特に国家災害リスク軽減管理委員会の共同副議長に任命されている NEDA、

DILG、DSWD、DOST の防災事業担当職員約 2,300 名である。 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

フィリピン共和国（以下、「フィリピン」）は、台風・暴風雨、洪水、土砂災害、火山噴火、地震など多くの自

然災害に見舞われる災害多発国である。過去 10 年間の自然災害による死者数は約 9400 人にのぼり、近年では 2009

年 9 月にマニラ首都圏を含むフィリピン中央部のルソン島を襲った台風オンドイ、ペペンによる土砂災害、洪水被

害により合計約 1千人以上の死者・行方不明者が出ている。 

これまで災害時のフィリピンでは、1978 年に発布された大統領令および国家緊急時・災害時事前準備計画に基

づき、国家災害調整評議会（National Disaster Coordinating Council: NDCC）が招集され、国家レベルでは NDCC

の実施機関・事務局である OCD を中心に、中央省庁および防災関係機関が NDCC メンバー機関として災害発生後の

緊急対応と復旧・復興にあたってきた。地方レベルでは 16 地方管区に設立されている地方災害調整評議会および

実施機関・事務局である OCD の地方管区事務所（OCD－Regional Office）を中心に、地方自治体によって緊急時に

設置される州、市・町、バランガイごとの地方災害調整委員会が連携し、中央からコミュニティレベルまで調整を

図りつつ緊急・応急対応を行ってきた。 

しかし、フィリピンには国家レベルでの災害管理を行うための基本となる計画（日本の防災基本計画に相当する

もの）は存在せず、防災関連政府機関による各分野の活動はバラバラに行われている。また、緊急対応時の活動（オ

ペレーション）についても過去の経験の蓄積や地方ごとに独自に定められているため、情報伝達手順や伝達様式、

災害対応体制などが本部、地方で統一されていないため非効率的に行なわれている。 

一方、フィリピンの防災政策は、2005 年の「兵庫行動枠組 2005-2015」以降、災害発生後の対応に重点を置いた

政策から、災害発生前・平常時の災害予防（リスク軽減）を重視する方向への転換を図り、2010 年 6 月には災害

予防政策の基本法といえる国家災害リスク軽減管理法が制定され、防災活動を実施していく上での基本的枠組みが

新たに明確にされた。新たな法律では、NDCC が国家災害リスク軽減管理評議会（National Disaster Risk Reduction 

and Management council: NDRRMC）に改編され、国家防災基本計画（National Disaster Risk Reduction and 

Management Plan: NDRRMP）の策定、地方管区および地方自治体レベルの災害管理部局の設置、災害管理に関する

研修・研究機関である National Institute の設立などが定められ、新たな枠組みのもと、防災関連組織の強化、

人材ニーズが急速に高まっている。 

OCD は引き続き NDRRMC の実施機関・事務局として、これらの活動を中心となって実施していかなければならな

いが、これまでは災害対応が中心であり災害対応以外の活動は他ドナーによって持ちかけられた防災トレーニング

の実施、地方では自治体とコミュニティの災害対応力を強化するためのコミュニティ防災を推進しているものの、

OCD 内で技術的ノウハウを持った人材が少なく、これら以外でも新しく求められる災害リスク管理に関わる各種活

動を実施できる技術的なノウハウを持った人材に乏しいのが現状である。 

このような状況に鑑み、フィリピン政府は新たな法律のもと国家防災活動の中心組織であるべき OCD の災害管理
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能力の向上を目的とした技術協力支援を要請した。 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

フィリピン政府は、中期国家開発計画（Medium Term Philippine Development Plan: MTPDP）2004-2010」の中

で、河川改修など従来の構造物対策だけでなく、リスク・アセスメント、土地利用など開発計画分野における災害

リスク軽減化の推進、地方行政組織職員や地方関係機関に対する災害マネジメント知識・教育の普及、災害マネジ

メント制度の改革など非構造物対策を重視するアプローチを掲げている。 

「兵庫行動枠組み 2005-2010」に対応するロードマップとして NDCC が策定した“Strengthening Disaster Risk 

Reduction in the Philippines: Strategic National Action Plan (SNAP)2009-2019”の中では、災害リスク軽減・

管理に関わる①政策環境づくり、②経済面の健全化、③市民による意思決定の醸成、④安全性の強化、⑤災害リス

ク軽減化の実施・評価の 5 つの戦略的目標をかかげ、OCD は多様な関係機関との調整（①）、官民の連携（②）、

情報発信・管理および効率的な災害対応に向けた準備(③)、防災関連機関の組織、技術力強化（④）を中心となっ

て行なうこととなっている。 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別援助実施方針上の位置付け（プログラムにおける位置付け） 

我が国の対フィリピン国別援助計画（2008 年 6 月）は、重点開発課題として「貧困層の自立支援と生活環境改

善」に対する支援を掲げている。その中で「基礎的社会サービスの拡充（貧困層を取り巻く生活環境の改善）」の

一つとして「自然災害からの生命の保護」を実現するため、住民が災害から避難するために必要となる対策の強化

等にかかる支援を掲げている。JICA においても、2007 年度に防災プログラム形成調査を実施し、中央政府と地方

自治体・コミュニティが防災を自立的に取り組んでいくための防災プログラムを策定し、中央政府レベルの制度・

政策支援、コミュニティ支援に関して優先プロジェクトが提案され、本プロジェクトの方向性はこれと合致してい

る。 

４．協力の枠組み 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

【プロジェクト目標】 

OCD の災害管理能力が強化される。 

【指標】（災害管理活動の評価指標、各指標の計画値はプロジェクト開始後に設定する） 

 国家防災計画（NDRRMP）に基づく災害管理活動の活動数 

 国家防災計画（NDRRMP）に基づく災害管理活動の予算額 

 国家防災計画（NDRRMP）に基づく災害管理活動の実績 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

【上位目標】 

フィリピン国の政府機関による災害管理活動が改善される。 

【指標】（プロジェクト開始後に災害管理活動の評価指標、計画値を設定する） 

 関係政府機関の国家防災計画（NDRRMP）に基づく災害管理活動の活動数 

 関係政府機関の国家防災計画（NDRRMP）に基づく災害管理活動の予算額 

 関係政府機関の国家防災計画（NDRRMP）に基づく災害管理活動の実績 

（２）成果（アウトプット）と活動 

① 成果 1 

災害リスク軽減・管理に関する計画立案、実施能力が向上する。 

【活動】 

1-1 NDRRMP のコンセプトの策定 

1-2 NDRRMP に関するコンサルテーションワークショップの開催 

1-3 NDRRMP 案の作成 

1-4 NDRRMP 案の検討 

1-5  NDRRMP 案の法制化 

1-6  NDRRMP 案で選ばれた優先的活動の実施 

【指標】（関係機関の満足度の指標、計画値についてはプロジェクト開始後に設定する） 

1-1 NDRRMP が策定される。 

1-2 NDRRMP 案の立案プロセスにおける検討会議に関する関係機関の満足度 

1-3 NDRRMP 案の立案プロセスにおける作成過程に関する関係機関の満足度 

1-4 NDRRMP 案に対する関係機関の満足度 

1-5 NDRRMP 案で選ばれた優先的活動の実績 

② 成果 2 

災害リスク軽減・管理活動（情報管理も含む）が標準化される。 

【活動】 

2-1 関係機関の特定と役割分担の明確化 
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2-2  必要となる人員、機材、設備等の検討 

2-3  標準化するガイドライン・オペレーションマニュアルの優先分野の検討 

2-4  ガイドライン・オペレーションマニュアル案の作成（少なくとも２分野） 

2-5  優先分野のオペレーションに必要な情報管理システムの整備 

2-6  ガイドライン・オペレーションマニュアル案に基づいた訓練の開催 

2-7  ガイドライン・オペレーションマニュアルの改訂 

【指標】（活動の実績の指標、計画値についてはプロジェクト開始後に設定する） 

2-1  関係機関との役割分担が明確にされる。 

2-2  優先分野のガイドライン・オペレーションマニュアルが標準化される。 

2-3  標準化されたガイドライン・オペレーションマニュアルに基づく活動の実績 

（教訓、ガイドライン・マニュアル改訂のためのフィードバック体制についてなど） 

③ 成果 3 

災害リスク軽減・管理に関わる人材育成計画が策定される。 

【活動】 

3-1 防災に関する人材育成計画のコンセプトの作成 

3-2 OCD の人材育成計画の改訂 

3-3 防災に関する人材育成のための優先的なプログラム、トレーニングコースの検討 

3-4 OCD の人材育成のための優先的なプログラム、トレーニングコースの検討 

3-5 防災に関する人材育成のための優先的なプログラム、トレーニングコースの開催 

3-6 OCD の人材育成のための優先的なプログラム、トレーニングコースの開催 

【指標】（プログラム、研修コースの実績の指標、計画値についてはプロジェクト開始後に設定する） 

3-1 災害リスク軽減・管理に関する人材育成計画が作成される。 

3-2 OCD の人材育成計画が更新される。 

3-3 優先的なプログラム・研修コースの実績 

（研修教材、研修内容、教訓、計画改善のためのフィードバック、等） 

④ 成果 4 

コミュニティ防災活動の支援体制が強化される。 

【活動】 

4-1 過去に実施されたコミュニティ活動の整理 

4-2 コミュニティ防災活動推進ガイドライン案の策定 

4-3 ガイドライン案の適用性検討のためのパイロット活動実施 

4-4 コミュニティ防災活動推進ガイドラインの策定 

4-5 コミュニティ防災活動計画の作成 

【指標】 

4-1 コミュニティ防災活動推進ガイドラインが作成される。 

4-2 コミュニティ防災活動計画が作成される。 

4-3 コミュニティ防災活動を推進する体制（評点評価） 

（役割分担、人員配置、ガイドライン普及、等） 

（２） 投入（インプット） 

① 日本側（総額●●億円） 

 専門家派遣： 

（１）防災計画／チームリーダー 

（２）防災オペレーション 

（３）人材育成計画 

（４）コミュニティ防災 

（５）情報管理システム 

（６）業務調整 

 供与機材：情報管理に必要な機材 

 研修員受け入れ：本邦研修 

 その他：コミュニティ防災活動推進ガイドライン作成のためのパイロット活動費用 

② フィリピン国側 

 カウンターパートの配置 

 プロジェクト活動に必要な事務スペース等 

 プロジェクト活動に必要な経費 

（３） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 前提条件 
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 カウンターパートが配置される 

 政府の防災政策が大幅に変更されない 

② 成果達成のための外部条件 

 長期で大規模な自然災害が発生しない 

 関係政府機関がプロジェクト活動に協力する 

③ プロジェクト目標達成のための外部条件 

 技術移転を受けたカウンターパートが継続して勤務する 

④ 上位目標達成のための外部条件 

 必要な予算が確保される 

 

５．評価 5項目による評価結果 

   下記の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断する。 

（１） 妥当性 

   本プロジェクトは、以下の点から妥当性は高いと判断される。 

 新しい災害管理法が制定されたフィリピン防災セクターでは、防災関連の制度・組織の改革、組織・要

員の災害管理能力の強化、災害リスク軽減を図るためのコミュニティレベルでの防災活動を全国的に展

開していくことが求められており、これらの災害管理施策を中心的に調整し実施する機関として OCD の

更なる能力強化に対する当国のニーズは非常に高い。 

 フィリピンは国家レベルの災害管理にかかる総合的な中・長期計画を持たない。新しい法律では OCD が

関係機関とともに国家防災計画を立案することが義務付けられており、OCD から本計画策定に関する技

術的支援に対するニーズは極めて高い。 

 災害対応および災害事前準備を効率的に行うためには、関係機関の明確な役割分担、災害リスクなどの

情報共有、災害対応時の活動ルールの徹底が重要である。しかし、これらはこれまでの災害対応経験の

蓄積から次第に定まってきたものでしかなく、現地 PCM ワークショップの結果においても関係機関から

これらの課題が指摘され、OCD の調整能力の向上に対するニーズが確認された。 

 本プロジェクトで取り組む防災計画、防災人材計画、オペレーションマニュアルの策定過程では、日本

が有する防災行政の知見、経験をはじめ、災害リスクの把握、緊急対応から復旧・復興までの防災サイ

クル・マネジメントに基づく各種技術的なノウハウが有効であり、日本の技術の優位性を活かすことが

可能である。 

 ３．（１）、（２）に既述の通り、新しい災害管理法およびフィリピン国の国家開発政策、防災関連計

画において防災関連組織の強化が掲げられており、本プロジェクトは当国の政策に沿ったものである。

 ３．（３）に既述の通り、我が国の援助政策において本プロジェクトの位置づけは明確であり、JICA

の援助実施方針においても本プロジェクトの活動内容は合致している。 

（２） 有効性 

   本プロジェクトは、以下の点から有効性が見込める。 

 本プロジェクトの目標として「OCD の災害管理能力を強化する」ためには、まず始めに OCD および関係

政府組織の災害管理活動の中・長期的指針となる国家レベルの防災計画を策定する必要がある（成果

①）。本プロジェクトでは、この国家防災計画の中でも特に OCD が優先的に取り組むべき分野として、

各種活動（オペレーション）マニュアルの統一化や基本的な情報管理システムの整備（成果②）、防災

分野の人材育成（成果③）、コミュニティ防災推進ガイドラインの作成（成果④）に対して技術支援を

行い、結果的に策定された国家防災計画に基づいて OCD が災害管理活動を行うことのできる能力を強化

する構成となっており、プロジェクトの有効性は高いと判断できる。 

 成果①～④で作成された計画のうち各計画の中で優先度の高い活動の実施が含まれている。このような

アプローチによって必要な各種計画の整備がなされるとともに、整備された計画が確実に実施されるメ

カニズムが構築されることが期待できる。その結果、OCD の災害管理活動に関する計画・実施能力は向

上し、プロジェクトの目標は達成可能であると判断される。 

 本プロジェクトは OCD の全職員をターゲットとし、OCD の災害管理能力の向上は各成果に関する国家防

災計画に基づいた災害管理活動の実績（件数、予算、内容）が指標として設定されており、プロジェク

トの目標の設定は明確である。 

 本プロジェクトの目標を達成するためには、プロジェクトで技術移転を受けた職員が継続して勤務する

ことが重要である。現在の OCD 職員の定着率は 8割程度と決して低い水準ではないが、OCD では全職員

の能力向上およびキャリアパスの明確化に対するニーズが高いことから、定着率を維持するためにも、

プロジェクトで改訂される OCD の人材育成計画において配慮を行なう必要があると思われる。 

（３） 効率性 

   本プロジェクトは、以下の点から効率性が見込まれる。 

 本プロジェクトでは、プロジェクト開始 1年目に各種計画およびガイドラインの立案が行なわれ、成果
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②～④で作成される計画は成果①の一部として組み込まれるように効率的に構成されている。また、2

年目、3年目にこれらの計画・ガイドラインに基づき各種活動が実施され、フィードバックが行なわれ

ることによってプロジェクトの最終成果が達成される見込みである。 

 日本側より各種活動に関する技術的なインプットはコンサルタント専門家が担当し、各種防災計画の整

備推進などについては日本の防災行政の経験・知見を有する省庁からの専門家が派遣される予定となっ

ている。これら官民の専門家が相互補完的に活動することによって、技術移転の効率および効果が高ま

ることが期待できる。 

 各成果において実施される予定の優先的な活動・プログラムは現時点では特定されていないため投入計

画にリスクはあるが、優先的な活動の選択にあたっては投入のリソースと日本人専門家の持つ技術的な

優位性を鑑みて最終的に決定することが合意されている。 

 日本側より情報管理システム、特にデータベースの統合にかかる機材が投入される計画であるが、機材

それぞれの具体的な投入タイミングについては未定である。投入予定の機材は、現地で調達される予定

であり発注してから納品までに十分な時間が必要なほどの大型または稀少な機材というわけではない

ことから、プロジェクト開始後に具体的な投入計画を立てることで問題はないと考えられる。 

 本プロジェクトの活動は多くの関係機関と連携を図っていく必要があり、関係機関の協力なくしてプロ

ジェクトの成果を達成することは難しい。現時点で関係機関のコミットメントは高いと予想されるが、

各種計画の立案から実施まであらゆる機会において、関係機関との情報共有や積極的な参加の促進を促

すよう努める必要がある。 

（４） インパクト 

   本プロジェクトの実施によるインパクトは、以下のように予測できる。 

 これまでの災害管理活動は、各関連政府機関によってバラバラに行われていることが最大の課題となっ

ていたが、本プロジェクトの支援で国家防災計画が策定されることにより、今後は統合的な視点に基づ

いて防災活動が改善される可能性がある。したがって本プロジェクトの上位目標が達成される見込みは

十分に高いと考えられる。 

 本プロジェクトで作成される各種オペレーションマニュアルは、災害によってその内容は異なるもの

の、計画やマニュアルの構成は他の災害でも活用可能である。また、これらを各種計画策定の見本とし

て、各種災害においても OCD がイニシアティブを取って災害管理活動の改善に取り組むことが期待でき

る。 

 OCD には防災関連政府機関（OCD を含む）の防災に関する人材計画はなく、防災に関する研修はドナー

からのオンデマンドで行なっている状態である。本プロジェクトによる人材育成計画の作成と実施は、

今後 OCD に必要とされている研修機関を設置するための足がかりとしてインパクトを与えるものと想

定される。 

 OCD ならびに各関連機関が連携を深め災害管理活動が効率的に行なわれることにより、災害被害が軽減

されれば、特に災害に対して脆弱な貧困層に対して大きなインパクトを与えることができる。 

 プロジェクト終了後に各関連政府機関による災害管理活動が改善されるためには、国家防災計画に基づ

いた各政府機関による事業と予算配分の見直しに加え、新しい活動に必要な予算が確保される必要があ

る。そのためには、プロジェクト実施段階から、計画に基づいた予算獲得の必要性について OCD ならび

に関係機関に対する継続的な働きかけが必要である。 

 

（５） 自立発展性 

   以下の点から、本プロジェクトの自立発展性は概ね高いと考えられるが、いくつかの側面については継続的

にモニターし、確認していくことが必要である。 

 政策・制度面 

① 2010 年 6 月に新しい国家災害リスク軽減管理法が制定された直後であり、本プロジェクト終了後も

現在の政策が継続する見込みである。 

② 新政権（2010 年 7 月発足）による中期国家開発計画は未発表ではあるが、新法律の制定、SNAP など

の内容から判断して、総合的な災害リスク軽減管理活動の取り組みについては今後も継続的な政策

支援を受けられる可能性は高い。 

 組織・財政面 

① 本プロジェクトのターゲットである OCD は 1978 年に設立されて以来、災害管理政策および各種施策

の実施など災害管理全般を担当してきた組織であり、現在でも災害対応の調整、手続きを行なう中

核組織である。防災担当組織としては珍しく各管区に恒常的な地方事務所を持っており、災害管理

の中心的組織として役割を果たしていく素地は揃っている。したがって本プロジェクトにより本部

や地方事務所の人材育成能力がさらに向上すれば、組織面での自立発展性はあると見込める。 

② 調査時点で OCD は既に来年度の予算申請を終えているため本プロジェクトに必要な予算は計上され

ていないが、プロジェクト 1 年目は計画作成を中心とするため他機関との連携・調整などが多いこ
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とから経常費および災害対応基金によって賄う予定とされている。なお、専門家の執務スペース、

設備の提供などは既に合意されている。2年目以降は、必要に応じて予算申請が行なわれる予定では

あるが、予算の確保についてはプロジェクト活動の一環と位置づけ留意する必要がある。 

 技術面 

① プロジェクトで作成される各種計画類は国家防災計画の一部として法制化される予定であるため、

プロジェクトの成果はプロジェクト終了後も活用されることが期待できる。 

② OCD は政府の財政事情により職員を継続的には採用できておらず、既存の OCD 職員に対する局内の防

災研修プログラムはないため、OJT もしくはドナー主催の防災セミナーや研修に頼らざるを得ない状

態である。また、研修などで得た知識を他の職員に伝達するといった機会もないため、現状では技

術面の自立発展性は乏しいと言わざるを得ない。しかし、現地 PCM ワークショップではこうした現

状に対する職員の問題意識は非常に高く、各専門分野の日本人専門家が技術的インプットだけでな

く職員間の知識の共有、伝達メカニズムの構築にも留意することで、プロジェクト終了後の技術面

の自立発展性が高まる余地は大きいと見込まれる。なお、技術者の新規採用もしくは日本の内閣府

防災担当のように関係省庁から技術者の継続的な出向など、OCD に技術者を継続的に確保するための

働きかけをすることが望まれる。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

（１）貧困・ジェンダー 

本プロジェクト実施による貧困層や女性に対する負のインパクトが懸念されるような配慮事項は見当たらない。

（２）環境 

本プロジェクト実施による環境に対する負のインパクトが懸念されるような配慮事項は見当たらない。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

本プロジェクトと同様に過去に防災行政組織の能力強化に焦点をあてた複数の技術協力プロジェクト（現在実施

中も含む）からの教訓を生かし、以下の通り活用する方針である。 

過去の類似案件では、プロジェクト内で長期専門家とコンサルタント専門家が活動する場合、両者の業務所掌が

不明確な部分が出てきた際、想定していた業務の連携、専門家の能力が十分に発揮されないケースが散見された。

本プロジェクトでは、支援の内容を鑑みて、従来のように行政派遣の専門家を長期に派遣するのではなく、技術プ

ロジェクトの専門家チームとしては各種計画の立案過程において技術的なインプットを行なうコンサルタント専

門家を中心とし、計画立案時のワークショップ等、計画決定の要となるイベントの前後において OCD へのインプッ

ト、コンサルタント専門家への助言等を行なうことを行政派遣の短期専門家の役割とし、各専門家の役割分担、業

務所掌を明確化するように留意した。また、本技プロの実施とは別に、技プロではカバーできない OCD 組織全体の

支援について長期の個別専門家（省庁派遣）を組み合わせて派遣することも提案した。 

８．今後の評価計画 

・2012 年 12 月 中間レビュー 

・2013 年 12 月 終了時評価 

・2016 年 事後評価（予定） 
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附
属
資
料
３
 
評
価
グ
リ
ッ
ド
（
案
）

 

評
価

グ
リ

ッ
ド

 
フ

ィ
リ

ピ
ン

国
 

「
災

害
に

強
い

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

・
国

づ
く
り

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

準
備

調
査

」
 

評
価

5
項

目
の

視
点

か
ら

の
調

査
結

果
 

0.
実
施
プ
ロ
セ
ス

 
評
価
項

目
 

必
要
な
情
報

 
情
報
源

 
デ
ー
タ
収
集
方
法

調
査
結
果

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

の
運
営
体
制

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

対
象

国
側

人

員
の

責
任

体
制

に
問

題
は

な
い

か
？
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
理
解

し
、

十
分

に
従

事
で

き
る

人
員

が
配

置
さ
れ
る
か
？

 

対
象

国
側

、
日

本

側
関
係
者

 
聞
き
取
り
調
査

 
実
施
機
関
（

C
/P

機
関
）
は

O
C

D
。

O
C

D
が

C
/P

機
関
と
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施

し
、
そ
の
他
の
関
係
政
府
機
関
と
連
携
し
て
活
動
す
る
体
制
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
時

点
で
の
関
連
政
府
機
関

と
し
て
は
、

N
D

R
R

M
C
の
共
同
副
議
長
で
あ
る

N
E

D
A
、

D
IL

G
、

D
S

W
D
、

D
O

S
T（

P
A

G
A

S
A
、

P
H

IV
O

L
C

S
）
で

あ
る
。

D
S

W
D
以
外
は
、
現
地

P
C

M
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

へ
の

参
加

で
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

コ
ン

ポ
ー

ネ
ン

ト
は

概
ね

理
解

さ
れ

て
お
り
、
協
力
が
得
ら
れ
る
可
能
性
は
高
い
。

 
実

施
機

関
や

C
/P

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

対
す

る
意
識

 

1)
C

/P
側
機
関
の
責
任
者
・
代
表

者
は

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

計
画

に
あ

た
り

イ
ニ

シ
ア

テ
ィ

ブ
を

取
っ

て
い
る
か
？

 
  2)

C
/P

候
補
者
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
対
す
る
意
識
は
高
い
か
？

 

1)
対

象
国

側
関

係

者
 

    2)
対

象
国

側
関

係

者
 

1)
聞

き
取

り
調

査
、
参
与
観
察

 
    2)

聞
き

取
り

調

査
、
参
与
観
察

 

1)
C

/P
機
関
の
責

任
者
は

A
dm

in
is

tr
at

or
で
あ
り

P
/D

候
補
者
で
あ

る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

計
画
は
、

O
C

D
計
画
部

部
長
（

P
/M

候
補
）
の
も
と
計
画
部
ス
タ
ッ
フ
が
イ
ニ
シ
ア
テ

ィ
ブ
を
と
り
、

PC
M

ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
お
よ
び

PD
M

案
検
討
に
は

各
部
署
か
ら
職
員
を

参
加
さ
せ
る
な
ど
積
極

的
な
姿
勢
が
み
ら
れ
た
。

C
/P

は
各
部
署
か

ら
配
置
さ
れ
る
予
定

で
、
各
成
果
の
関
係
部
署
は
①
計
画
部
、
②
計
画
部
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
部
、
③
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
部
、
④
地
方
部

で
あ
る
。

 
2)
各

C
/P

候
補
者
は
不
明
だ
が
、

PD
M

案
作
成

に
参
加
し
た
職
員
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

対
す
る
意
識
は
非
常
に
高
い
。

 
投
入

 
1)

C
/P

機
関
で
配
賦
す
べ
き
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
運
営
予
算
は
、
適
切
に

配
賦
さ
れ
る
見
込
み
か
？

 
 2)

C
/P

機
関
側
で
供
与
す
べ
き
機

材
等

は
計

画
通

り
に

供
与

さ
れ

る
か
？

 

1)
対

象
国

側
関

係

者
 

   2)
対

象
国

側
関

係

者
 

1)
質

問
票

、
聞

き

取
り
調
査

 
   2)
質

問
票

、
聞

き

取
り
調
査

 

1)
調
査
時
点
で

O
C

D
は
既
に
来

年
度
の
予
算
申
請
を
終
え
て
い
る
た
め
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
必
要
な
予
算
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

1
年
目
は
計
画
作
成
を
中

心
と
す
る
た
め
他
機
関

と
の
連
携
・
調
整
な
ど
が
多
い
こ
と
か
ら
経
常
費
お
よ
び
災
害
対

応
基
金
に
よ
っ
て
賄
う

予
定
と
さ
れ
て
い
る
。

2
年
目
以
降
は
、
必
要
に
応
じ
て
予
算
申

請
が
行
な
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

 
2)
専
門
家
の
た
め
の
執
務
ス
ペ
ー
ス
、
設
備
の
提
供
な
ど
に
つ
い
て
は
先
方
の
合
意
を
得

た
。

 
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ

ル
ー

プ
や

関
係

機
関

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

対
す

る
認
識
の
高
さ

1)
第

3
国
向
け
研
修
の
対
象
国
お

よ
び

対
象

者
は

適
切

に
選

定
さ

れ
て
い
る
か
？

 
  2)
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
実

施
に

あ
た

り
、
関
係
機
関
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

へ
参

画
し

て
く

れ
る

か
？

参
加

意
欲
を
持
っ
て
い
る
か
？

 

1)
対

象
国

側
関

係

者
、

日
本

側
関

係

者
 

  2)
対

象
国

側
関

係

者
 

 

1)
聞
き
取
り
調
査

    2)
聞
き
取
り
調
査

1)
直
接
裨
益
対
象
者
は

、
O

C
D

の
本
部
職
員
約

10
0
名
と
地
方
セ
ン
タ
ー
職
員
約

22
0

名
で
あ
る
。
間
接
裨
益
対

象
者
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
防
災
事
業
に
関
わ
る
政
府
機
関
職
員
、

特
に

国
家

災
害

リ
ス

ク
軽

減
管

理
委

員
会

の
共

同
副

議
長

に
任

命
さ

れ
て

い
る

N
E

D
A

（
現
在
は

20
名

程
度
？
）
、

D
IL

G
（
現
在
は

2
名

）
、

D
SW

D
（
全

職
員

1,
00

0
名
）
、

D
O

S
T
（
全
職

員
1,

20
0
名
）
の
防
災
事
業
担
当
職
員
約

2,
30

0
名
で
あ
る
。

 
2)

P
C

M
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ

プ
に
は

4
つ
の
関
係
機
関
の
う
ち
、

N
E

D
A
、

D
IL

G
、

D
O

S
T

（
PA

G
A

SA
、

P
H

IV
O

L
C

S
）
か

ら
の
参
加
者
が
あ
り
、
議
論
に
活
発
に
参
加
し
て
い
た
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ

っ
て

O
C

D
が
能
力
強
化

さ
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
は
高
く
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
参
加
意
欲
も
高
い
。

 
そ
の
他

 
そ
の
他
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施

過
程

で
留

意
し

な
け

れ
ば

な
ら

対
象

国
側

、
日

本

側
関
係
者

 
聞
き
取
り
調
査

 
特
に
な
し
。
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な
い

事
柄

や
活

動
を

阻
害

す
る

要
因
は
あ
る
か
？
（
実
施
過
程
で

ど
ん

な
問

題
が

生
じ

る
と

想
定

さ
れ
る
か
？
）

 

 1.
妥
当
性

 

必
要
性

 
1)
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
お

よ
び

上
位

目
標

は
、

対
象

国
の

ニ
ー

ズ
に
合
致
し
て
い
る
か
？

 
O

C
D

の
能
力
強

化
は
、
対
象
国

の
関

連
政

策
で

重
要

視
さ

れ
て

い
る
か
？

 
2)
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
お

よ
び

上
位
目
標
は
、

C
/P

機
関
の
ニ
ー

ズ
に
合
致
し
て
い
る
か
。

 

1)
要

請
書

、
関

連

政
策
資
料

 
    2)
要

請
書

、
関

連

政
策
資
料

 
 

1)
資
料
レ
ビ
ュ
ー
、

質
問
票
、
聞
き
取
り

調
査

 
   2)
資
料
レ
ビ
ュ
ー
、

質
問
票
、
聞
き
取
り

調
査

 

1)
新

し
い

災
害

管
理

法
が

制
定

さ
れ

た
フ

ィ
リ

ピ
ン

防
災

セ
ク

タ
ー

で
は

、
防

災
関

連

の
制

度
・

組
織

の
改

革
、

組
織

・
要

員
の

災
害

管
理

能
力

の
強

化
、

災
害

リ
ス

ク
軽

減

を
図

る
た

め
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
レ

ベ
ル

で
の

防
災

活
動

を
全

国
的

に
展

開
し

て
い

く
こ

と

が
求

め
ら

れ
て

お
り

、
こ

れ
ら

の
災

害
管

理
施

策
を

中
心

的
に

調
整

し
実

施
す

る
機

関

と
し
て

O
C

D
の

更
な
る
能
力
強
化
に
対
す
る
当
国
の
ニ
ー
ズ
は
非
常
に
高
い
。

 
 2)
フ

ィ
リ

ピ
ン

は
国

家
レ

ベ
ル

の
災

害
管

理
に

か
か

る
総

合
的

な
中

・
長

期
計

画
を

持

た
な
い
。
新
し
い
法
律

で
は

O
C

D
が
関
係
機
関
と
と
も
に
国
家
防
災
計
画
を
立
案
す
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、

O
C

D
か
ら
本

計
画
策
定
に
関
す
る
技
術
的
支
援
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
は
緊
急
的

か
つ
極
め
て
高
い
。

 
 

優
先
度

 
1)
相

手
国

の
開

発
政

策
と

の
整

合
性
は
あ
る
か
？

 
                 

1)
要

請
書

、
関

連

政
策
資
料

 
                 

1)
資
料
レ
ビ
ュ
ー

 
                  

1)
フ

ィ
リ

ピ
ン

政
府

は
、

中
期

国
家

開
発

計
画

（
M

ed
iu

m
 

T
er

m
 

P
hi

li
pp

in
e 

D
ev

el
op

m
en

t P
la

n:
 M

T
P

D
P）

20
04

-2
01

0」
の
中
で
、
河
川
改
修
な
ど
従
来
の
構
造
物

対
策

だ
け

で
な

く
、

リ
ス

ク
・

ア
セ

ス
メ

ン
ト

、
土

地
利

用
な

ど
開

発
計

画
分

野
に

お

け
る

災
害

リ
ス

ク
軽

減
化

の
推

進
、

地
方

行
政

組
織

職
員

や
地

方
関

係
機

関
に

対
す

る

災
害

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

知
識

・
教

育
の

普
及

、
災

害
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
制

度
の

改
革

な
ど

非

構
造
対
策
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
掲
げ
て
い
る
。

 
ま

た
、

国
家

災
害

リ
ス

ク
軽

減
管

理
法

の
制

定
以

前
よ

り
「

兵
庫

行
動

枠
組

み

20
05

-2
01

0」
に
対
応
す
る
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
し
て

N
D

C
C
が
策

定
し
た
“

S
tr

en
gt

he
ni

ng
 

D
is

as
te

r 
R

is
k 

R
ed

uc
ti

on
 in

 th
e 

P
hi

li
pp

in
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tr
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at
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P
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n 

(S
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A
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) 
20
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の
中
で
は
、
災
害
リ
ス
ク
軽
減
・
管
理
に
関
わ
る
①
政
策
環
境
づ
く
り
、

②
経

済
面

の
健

全
化

、
③

市
民

に
よ

る
意

思
決

定
の

醸
成

、
④

安
全

性
の

強
化

、
⑤

災

害
リ
ス
ク
軽
減
化
の
実
施
・
評
価
の

5
つ
の
戦

略
的
目
標
を
か
か
げ
、

O
C

D
は

多
様
な

関
係

機
関

と
の

調
整

（
①

）
、

官
民

の
連

携
（

②
）

、
情

報
発

信
・

管
理

お
よ

び
効

率

的
な
災
害
対
応
に
向
け

た
準
備
（
③
）
、
防
災
関
連
機
関
の
組
織
、
技
術
力
強
化
（
④
）

を
中
心
と
な
っ
て
行
な

う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

 
以

上
の

通
り

、
新

し
い

災
害

管
理

法
お

よ
び

フ
ィ

リ
ピ

ン
国

の
国

家
開

発
政

策
、

防
災

関
連

計
画

に
お

い
て

防
災

関
連

組
織

の
強

化
が

掲
げ

ら
れ

て
お

り
、

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

当
国
の
政
策
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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2)
日
本
の
援
助
政
策
・
国
別
事
業

実
施

計
画

と
の

整
合

性
は

あ
る

か
？

 

2)
国

別
援

助
計

画
、

国
別

事
業

実

施
計
画

 
 

2)
資
料
レ
ビ
ュ
ー

 
2)
我
が
国
の
対
フ
ィ
リ

ピ
ン
国
別
援
助
計
画
（

20
08

年
6
月
）
は
、
重
点
開
発
課
題
と

し
て

「
貧

困
層

の
自

立
支

援
と

生
活

環
境

改
善

」
に

対
す

る
支

援
を

掲
げ

て
い

る
。

そ

の
中
で
「
基
礎
的
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
（
貧
困
層
を
取
り
巻
く
生
活
環
境
の
改
善
）
」

の
一

つ
と

し
て

「
自

然
災

害
か

ら
の

生
命

の
保

護
」

を
実

現
す

る
た

め
、

住
民

が
災

害

か
ら

避
難

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

対
策

の
強

化
等

に
か

か
る

支
援

を
掲

げ
て

い
る

。

JI
C

A
に
お
い
て

も
、

20
07

年
度

に
防
災
プ
ロ
グ
ラ
ム
形
成
調
査
を
実
施
し
、
中
央
政
府

と
地

方
自

治
体

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
が

防
災

を
自

立
的

に
取

り
組

ん
で

い
く

た
め

の
防

災

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

策
定

し
、

中
央

政
府

レ
ベ

ル
の

制
度

・
政

策
支

援
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

支

援
に

関
し

て
優

先
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
が

提
案

さ
れ

、
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
方

向
性

は
こ

れ

と
合

致
し

て
い

る
。

以
上

の
通

り
、

我
が

国
の

援
助

政
策

に
お

い
て

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

の
位
置
づ
け
は
明
確
で
あ
り
、

JI
C

A
の
事
業
実
施

計
画
に
お
い
て
も
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
活
動
内
容
は
合
致
し
て
い
る
。

 
 

手
段
の
適
切
性

1)
対

象
国

の
災

害
リ

ス
ク

管
理

能
力

の
向

上
を

図
る

際
に

妨
げ

と
な

る
課

題
が

明
ら

か
に

さ
れ

た
か

？
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

、
そ

の
課

題
を

解
決

す
る

上
で

適
切

に
計
画
さ
れ
て
い
る
か
？

 
2)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
は
、
ほ

か
の

ド
ナ

ー
と

の
援

助
協

調
に

お
い

て
ど

ん
な

相
乗

効
果

が
期

待
さ
れ
る
か
？

 
    3)
日
本
の
技
術
の
優
位
性
（
ノ

ウ

ハ
ウ

・
経

験
）

は
十

分
に

活
か

せ
る
か
？

 

1)
対

象
国

側
、

日

本
側
関
係
者

 
    2)
対

象
国

側
、

日

本
側
関
係
者

 
     3)
日
本
側
関
係
者

   

1)
聞
き
取
り
調
査

 
     2)
聞
き
取
り
調
査

 
      3)
聞
き
取
り
調
査

 
  

1)
災

害
対

応
お

よ
び

災
害

事
前

準
備

を
効

率
的

に
行

う
た

め
に

は
、

関
係

機
関

の
明

確

な
役

割
分

担
、

災
害

リ
ス

ク
な

ど
の

情
報

共
有

、
災

害
対

応
時

の
活

動
ル

ー
ル

の
徹

底

が
重

要
で

あ
る

。
し

か
し

、
こ

れ
ら

は
こ

れ
ま

で
の

災
害

対
応

経
験

の
蓄

積
か

ら
次

第

に
定
ま
っ
て
き
た
も
の
で
し
か
な
く
、
現
地

PC
M

ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
の
結
果
に
お
い
て

も
関
係
機
関
か
ら
こ
れ

ら
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
、

O
C

D
の
調
整

能
力
の
向
上
に
対
す
る

ニ
ー
ズ
が
確
認
さ
れ
た
。

 
2)
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
国
家
防
災
計
画
の
策
定
支
援
を
行
う
際
に
、
既
に

U
N

D
P
の
支

援
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

SN
A

P
か
ら
の
イ
ン

プ
ッ
ト
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
特
に

S
A

N
P

作
成

時
に

実
施

さ
れ

た
関

係
機

関
の

キ
ャ

パ
シ

テ
ィ

ビ
ル

デ
ィ

ン
グ

結
果

や
協

議
資

料
は

、
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
活

動
で

も
有

効
で

あ
る

。
ま

た
、

国
家

防
災

計
画

が

完
成

し
た

場
合

、
他

ド
ナ

ー
も

本
計

画
の

内
容

に
沿

っ
た

支
援

を
行

な
う

必
要

が
あ

る

た
め

、
本

計
画

を
中

心
と

な
っ

た
日

本
と

し
て

は
ド

ナ
ー

と
の

援
助

協
調

を
進

め
や

す

く
な
り
、
日
本
の
援
助
の
相
乗
効
果
が
高
ま
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

 
3)
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

で
取

り
組

む
防

災
計

画
、

防
災

人
材

計
画

、
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

マ

ニ
ュ

ア
ル

の
策

定
過

程
で

は
、

日
本

が
有

す
る

防
災

行
政

の
知

見
、

経
験

を
は

じ
め

、

災
害

リ
ス

ク
の

把
握

、
緊

急
対

応
か

ら
復

旧
・

復
興

ま
で

の
防

災
サ

イ
ク

ル
・

マ
ネ

ジ

メ
ン

ト
に

基
づ

く
各

種
技

術
的

な
ノ

ウ
ハ

ウ
が

有
効

で
あ

り
、

日
本

の
技

術
の

優
位

性

を
活
か
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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2.
有
効
性
（
予
測
）

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標
の
内
容

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
お

よ
び

そ

の
指

標
は

明
確

に
記

述
さ

れ
て

い
る

か
？

指
標

入
手

手
段

は
適

切
か
？

 

PD
M

案
 

資
料
レ
ビ
ュ
ー

 
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

O
C

D
の
全

職
員
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
、

O
C

D
の
災
害
管
理

能
力

の
向
上
は
各
成
果
に
関
す
る
国
家
防
災
計
画
に
基
づ
い
た
災
害
管
理
活
動
の
実
績
（
件

数
、
予
算
、
内
容
）
が
指
標
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
標
の
設

定
は
明
確
で
あ
る
。

 
 

因
果
関
係

 
1)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標
は
、
プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

終
了

時
に

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
効

果
と

し
て

達
成

さ
れ

る
か
？

 
   2)
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
十

分
な

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト
が
計
画
さ
れ
て
い
る
か

？
 

        3)
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
か

ら
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
に

至
る

ま
で

の
外

部
条

件
は

満
た

さ
れ

る
か

？
他

に
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
を

阻
害

す
る
要
因
は
あ
る
か
？

 

1)
P

D
M

案
、
対

象

国
側

、
日

本
側

関

係
者

 
    2)

P
D

M
案

 
          3)
対
象
国
側
、
日
本

側
関
係
者

 

1)
資

料
レ

ビ
ュ

ー
、

聞
き
取
り
調
査

 
     2)
資
料
レ
ビ
ュ
ー

 
          3)
質

問
票

、
聞

き
取

り
調
査

 

1)
成

果
①

～
④

で
作

成
さ

れ
た

計
画

の
う

ち
各

計
画

の
中

で
優

先
度

の
高

い
活

動
の

実
施
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
必
要
な
各
種
計
画
の
整

備
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
整
備
さ
れ
た
計
画
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

構
築

さ
れ

る
こ
と

が
期
待

で
き
る

。
そ
の

結
果
、

O
C

D
の

災
害
管

理
活
動

に
関
す
る

計
画
・
実
施
能
力
は
向
上
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
標
は
達
成
可
能
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
る
。

 
 2)
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
標
と
し
て
「

O
C

D
の

災
害
管
理
能
力
を
強
化
す
る
」
た
め
に

は
、
ま
ず
始
め
に

O
C

D
お
よ
び
関
係
政
府
組
織
の
災
害
管
理
活
動
の
中
・
長
期
的
指

針
と
な
る
国
家
レ
ベ
ル
の
防
災
計
画
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
（
成
果
①
）
。
本
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
こ
の
国
家
防
災
計
画
の
中
で
も
特
に

O
C

D
が
優
先
的
に
取
り
組
む

べ
き
分
野
と
し
て
、
各
種
活
動
（
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
統
一
化
や
基
本

的
な
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
の
整
備
（
成
果
②
）
、
防
災
分
野
の
人
材
育
成
（
成
果
③
）
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
防
災
推
進
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
（
成
果
④
）
に
対
し
て
技
術
支
援
を

行
い
、
結
果
的
に
策
定
さ
れ
た
国
家
防
災
計
画
に
基
づ
い
て

O
C

D
が
災
害
管
理
活
動

を
行
う
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
強
化
す
る
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
有

効
性
は
高
い
と
判
断
で
き
る
。

 
 3)
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
技
術
移
転
を

受
け
た
職
員
が
継
続
し
て
勤
務
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
現
在
の

O
C

D
職
員
の
定

着
率
は

8
割
程
度
と
決
し
て
低
い
水
準
で
は
な
い
が
、

O
C

D
で

は
全
職
員
の
能
力
向

上
お
よ
び
キ
ャ
リ
ア

パ
ス
の
明
確
化
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
と
か
ら
、
定
着
率
を

維
持
す
る
た
め
に
も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
改
訂
さ
れ
る

O
C

D
の
人
材
育
成
計
画
に
お

い
て
配
慮
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

 
 

    



 

 
 

A-49

3.
効
率
性
（
予
測
）

 

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

の
内
容

 
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
の

指
標

は
明

確

に
記

述
さ

れ
て

い
る

か
？

目
標

値
は

内
容

を
的

確
に

捉
え

て
い

る
か
？
入
手
手
段
は
適
切
か
？

 
 

PD
M

案
 

資
料
レ
ビ
ュ
ー

 
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
は
、
各
種
計
画
お
よ
び
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作

成
さ
れ
る
こ
と
が
指
標
と
し
て
設
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
計
画
の
中
の
優
先
的
活
動
に
つ

い
て
は
、
活
動
実
績
が
指
標
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

 

因
果
関
係

 
1)
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
を

産
出

す
る

た
め

に
十

分
な

活
動

が
計

画
さ

れ
て
い
る
か
？

 
   2)
活

動
を

行
な

う
た

め
過

不
足

な
い
量
・
質
の
投
入
が
計
画
さ

れ

て
い
る
か
？

 
       3)
活

動
か

ら
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
に

至
る

ま
で

の
外

部
条

件
は

満
た

さ
れ

る
か

？
他

に
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
を

阻
害

す
る

要
因

は
あ

る
か
？

 

1)
P

D
M

案
、
対

象

国
側

、
日

本
側

関

係
者

 
   2)

 P
D

M
案

 
         3)
対
象
国
側
、
日
本

側
関
係
者

 

1)
資

料
レ

ビ
ュ

ー
、

聞
き
取
り
調
査

 
    2)
資
料
レ
ビ
ュ
ー

 
         3)
質

問
票

、
聞

き
取

り
調
査

 

1)
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始

1
年
目
に
各
種
計
画
お
よ
び
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
立
案
が
行
な
わ
れ
、
成
果
②
～
④
で
作
成
さ
れ
る
計
画
は
成
果
①
の
一
部
と

し
て
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
効
率
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

2
年
目
、

3
年
目

に
こ
れ
ら
の
計
画
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
各
種
活
動
が
実
施
さ
れ
、
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク

が
行

な
わ

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
終

成
果

が
達

成
さ

れ
る

見

込
み
で
あ
る
。

 
2)

-1
日

本
側

よ
り

各
種

活
動

に
関

す
る

技
術

的
な

イ
ン

プ
ッ

ト
は

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト

専
門
家
が
担
当
し
、
各
種
防
災
計
画
の
整
備
推
進
な
ど
に
つ
い
て
は
日
本
の
防
災
行
政

の
経
験
・
知
見
を
有
す
る
省
庁
か
ら
の
専
門
家
が
派
遣
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
官
民
の
専
門
家
が
相
互
補
完
的
に
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
技
術
移
転
の
効

率
お
よ
び
効
果
が
高
ま
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

 
 2)

-2
各
成
果
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
予
定
の
優
先
的
な
活
動
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
現
時
点

で
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
投
入
計
画
に
リ
ス
ク
は
あ
る
が
、
優
先
的
な
活
動
の
選

択
に

あ
た

っ
て

は
投

入
の

リ
ソ

ー
ス

と
日

本
人

専
門

家
の

持
つ

技
術

的
な

優
位

性
を

鑑
み
て

終
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。

 
3)
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
活

動
は

多
く

の
関

係
機

関
と

連
携

を
図

っ
て

い
く

必
要

が
あ

り
、
関
係
機
関
の
協
力
を
な
く
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
を
達
成
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
現
時
点
で
関
係
機
関
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
高
い
と
予
想
さ
れ
る
が
、
各
種
計
画

の
立
案
か
ら
実
施
ま
で
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
お
い
て
、
関
係
機
関
と
の
情
報
共
有
や
積
極

的
な
参
加
の
促
進
を
促
す
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

 
 

タ
イ
ミ
ン
グ

 
投

入
の

タ
イ

ミ
ン

グ
は

適
切

に

計
画
さ
れ
て
い
る
か
？

 
対

象
国

側
、

日
本

側
関
係
者

 
聞
き
取
り
調
査

 
日
本
側
よ
り
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
、
特
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
統
合
に
か
か
る
機
材
が
投

入
さ
れ
る
計
画
で
あ
る
が
、
機
材
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
投
入
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て

は
未
定
で
あ
る
。
投
入
予
定
の
機
材
は
、
現
地
で
調
達
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
発
注
し
て

か
ら

納
品

ま
で

に
十

分
な

時
間

が
か

か
る

ほ
ど

の
大

型
ま

た
は

稀
少

な
機

材
と

い
う

わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
後
に
具
体
的
な
投
入
計
画
を
立
て
る

こ
と
で
問
題
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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4.
イ
ン
パ
ク
ト
（
予
測
）

 

上
位

目
標

の
内

容
 

上
位

目
標

お
よ

び
そ

の
指

標
は

明
確

に
記

述
さ

れ
て

い
る

か
?指

標
入
手
手
段
は
適
切
か
？

 
 

PD
M

案
 

資
料
レ
ビ
ュ
ー

 
上
位
目
標
の
指
標
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
る
国
家
防
災
計

画
に

基
づ

く
関

係
政

府
機

関
の

災
害

管
理

活
動

の
実

績
を

定
量

的
（

活
動

数
、

予
算

額
）
、
定
性
的
（
活
動
内
容
）
に
測
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
関
係
機
関
の
年
次
報
告
書

お
よ
び
聞
き
取
り
調
査
で
指
標
を
入
手
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。

 
 

因
果
関
係

 
1)
上

位
目

標
は

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
効

果
と

し
て

発
現

が
見

込
ま

れ
る
か
？

 
2)
上

位
目

標
は

災
害

管
理

活
動

を
図

る
際

に
妨

げ
と

な
る

課
題

と
関
連
し
て
い
る
か
？

 
3)
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
か

ら
上

位
目
標
に
至
る
ま
で
の
外
部
条

 
件
は
満
た
さ
れ
る
か
？

 
 

1)
P

D
M

案
、
対

象

国
側

、
日

本
側

関

係
者

 
2)

 P
D

M
案

 
  3)
対
象
国
側
、
日
本

側
関
係
者

 

1)
資

料
レ

ビ
ュ

ー
、

聞
き
取
り
調
査

 
 2)
資
料
レ
ビ
ュ
ー

 
  3)
質

問
票

、
聞

き
取

り
調
査

 

1)
＆

2)
こ
れ

ま
で

フ
ィ
リ
ピ

ン
の

災
害
管
理

活
動

は
、
各
関

連
政

府
機
関
に

よ
っ

て
バ

ラ
バ
ラ
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
支
援
で
国
家
防
災
計
画
が
策
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
は
統
合
的
な
視
点
に
基

づ
い
て
防
災
活
動
が
改
善
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

上
位
目
標
が
達
成
さ
れ
る
見
込
み
は
十
分
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 
 3)
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
後

に
各

関
連

政
府

機
関

に
よ

る
災

害
管

理
活

動
が

改
善

さ
れ

る
た
め
に
は
、
国
家
防
災
計
画
に
基
づ
い
た
各
政
府
機
関
に
よ
る
事
業
と
予
算
配
分
の

見
直
し
に
加
え
、
新

し
い
活
動
に
必
要
な
予
算
が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
実
施
段
階
か
ら
、
計
画
に
基
づ
い
た
予
算
獲
得
の
必
要
性
に

つ
い
て
継
続
的
な
働
き
か
け
が
必
要
で
あ
る
。

 
 

波
及
効
果

 
上
位
目
標
以
外
の
効
果
・
影
響

が

想
定
さ
れ
る
か
。

 
対

象
国

側
、

日
本

側
関
係
者

 
質
問
票
、
聞
き
取
り

調
査

 
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
作
成
さ
れ
る
各
種
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
災
害
に
よ

っ
て
そ
の
内
容
は
異
な
る
も
の
の
、
計
画
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
構
成
は
他
の
災
害
で
も
活

用
可
能
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
を
各
種
計
画
策
定
の
見
本
と
し
て
、
各
種
災
害
に
お

い
て
も

O
C

D
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
っ
て
災
害
管
理
活
動
の
改
善
に
取
り
組
む
こ

と
が
期
待
で
き
る
。

 
O

C
D
に
は
防
災

関
連
政
府
機
関
（

O
C

D
を
含
む

）
の
防
災
に
関
す
る
人
材
計
画
は
な

く
、
防
災
に
関
す
る
研
修
は
ド
ナ
ー
か
ら
の
オ
ン
デ
マ
ン
ド
で
行
な
っ
て
い
る
状
態
で

あ
る
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
人
材
育
成
計
画
の
作
成
と
実
施
は
、
今
後

O
C

D
に

必
要

と
さ

れ
て

い
る

研
修

機
関

を
設

置
す

る
た

め
の

足
が

か
り

と
し

て
イ

ン
パ

ク
ト

を
与
え
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

 
O

C
D

な
ら

び
に
各

関
連
機

関
が
連

携
を
深

め
災
害

管
理
活

動
が
効

率
的
に

行
な
わ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
災

害
被
害
が
軽
減
さ
れ
れ
ば
、
特
に
災
害
に
対
し
て
脆
弱
な
貧
困
層

に
対
し
て
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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5.
自
立
発
展
性
（
見
込
み
）

 

政
策
・
制
度
面

 
災

害
リ

ス
ク

管
理

の
能

力
向

上

に
関

わ
る

政
策

支
援

は
協

力
終

了
後
も
継
続
す
る
見
込
み
か
？

 

対
象
国
側

 
聞
き
取
り
調
査

 
20

10
年

6
月
に

新
た
な
国
家
災
害
リ
ス
ク
軽
減
管
理
法
が
制
定
さ
れ
た
直
後
で
あ
り
、

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
後
も
現
在
の
政
策
が
継
続
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

 
新
政
権
（

20
10

年
7
月
発
足
）
に
よ
る
中
期
国
家
開
発
計
画
は
未
発
表
で
は
あ
る
が
、

新
法
律
の
制
定
、

SN
A

P
な
ど
の

内
容
か
ら
判
断
し
て
、
総
合
的
な
災
害
リ
ス
ク
軽
減

管
理

活
動

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
は

今
後

も
継

続
的

な
政

策
支

援
を

受
け

ら
れ

る
可

能
性
は
高
い
。

 
 

組
織
・
財
政
面

 
1)
対
象
国
側
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

終
了

後
も

効
果

を
上

げ
て

い
く

た
め

の
活

動
を

継
続

で
き

る
組

織
能
力
（
人
員
、
能
力
）
は
あ
る

か
？

 
  2)
対

象
国

側
に

必
要

な
予

算
措

置
が

十
分

に
講

じ
ら

れ
て

い
る

か
？

実
施

後
も

そ
の

予
算

は
確

保
さ
れ
続
け
る
見
込
み
か
？

 

1)
対

象
国

側
関

係

者
 

     2)
対

象
国

側
関

係

者
 

1)
質

問
票

、
聞

き
取

り
調
査

 
     2)
質

問
票

、
聞

き
取

り
調
査

 

1)
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る

O
C

D
は

19
78

年
に

設
立
さ
れ
て
以
来
、

災
害

管
理

政
策

お
よ

び
各

種
施

策
の

実
施

な
ど

災
害

管
理

全
般

を
担

当
し

て
き

た
組

織
で
あ
り
、
現
在
で
も
災
害
対
応
の
調
整
、
手
続
き
を
行
な
う
中
核
組
織
で
あ
る
。
防

災
担
当
組
織
と
し
て
は
珍
し
く
各
管
区
に
恒
常
的
な
地
方
事
務
所
を
持
っ
て
お
り
、
災

害
管
理
の
中
心
的
組

織
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
く
素
地
は
揃
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

よ
り

本
部

や
地

方
事

務
所

の
人

材
育

成
能

力
が

さ
ら

に
向

上
す
れ
ば
、
組
織
面

で
の
自
立
発
展
性
は
あ
る
と
見
込
め
る
。

 
2)
調
査
時
点
で

O
C

D
は
既
に
来
年
度
の
予
算
申
請
を
終
え
て
い
る
た
め
本
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
必
要
な
予
算
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

1
年
目
は
計
画
作
成

を
中
心
と
す
る
た
め
他
機
関
と
の
連
携
・
調
整
な
ど
が
多
い
こ
と
か
ら
経
常
費
お
よ
び

災
害
対
応
基
金
に
よ
っ
て
賄
う
予
定
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
専
門
家
に
よ
る
執
務
ス

ペ
ー
ス
、
設
備
の
提
供
な
ど
は
既
に
合
意
さ
れ
て
い
る
。

2
年
目
以
降
は
、
必
要
に
応

じ
て
予
算
申
請
が
行
な
わ
れ
る
予
定
で
は
あ
る
が
、
予
算
の
確
保
に
つ
い
て
は
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
活
動
の
一
環

と
位
置
づ
け
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
 

技
術
面

 
1)
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

用
意

さ
れ

る
諸
々
の
成
果
物
（
計
画
、
ガ

イ

ド
ラ
イ
ン
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
は

終

了
後

も
対

象
国

自
身

で
活

用
で

き
る
と
期
待
さ
れ
る
か
？

 
2)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
後
、
対
象

国
自
身
で
能
力
強
化
（
キ
ャ
パ
シ

テ
ィ

・
デ

ィ
ベ

ロ
ッ

プ
メ

ン
ン

ト
）
に
務
め
る
こ
と
が
出
来
る
見

込
み
は
あ
る
か
？

 
    

1)
対

象
国

側
、

日

本
側
関
係
者

 
   2)
対

象
国

側
、

日

本
側
関
係
者

 
       

1)
聞
き
取
り
調
査

 
    2)
聞
き
取
り
調
査

 
        

1)
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

作
成

さ
れ

る
各

種
計

画
類

は
国

家
防

災
計

画
の

一
部

と
し

て
挿

入
さ
れ
法
制
化
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
た
め
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

終
了
後
も
活
用
さ
れ

る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

 
  2)
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る

O
C

D
は

19
78

年
に

設
立
さ
れ
て
以
来
、

災
害

管
理

政
策

お
よ

び
各

種
施

策
の

実
施

な
ど

災
害

管
理

全
般

を
担

当
し

て
き

た
組

織
で
あ
り
、
現
在
で

も
災
害
対
応
の
調
整
、
手
続
き
を
行
な
う
中
核
組
織
で
あ
る
。
防

災
担
当
組
織
と
し
て
は
珍
し
く
各
管
区
に
恒
常
的
な
地
方
事
務
所
を
持
っ
て
お
り
、
災

害
管
理
の
中
心
的
組

織
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
く
素
地
は
揃
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

よ
り

本
部

や
地

方
事

務
所

の
人

材
育

成
能

力
が

さ
ら

に
向

上
す
れ
ば
、
組
織
面

で
の
自
立
発
展
性
は
あ
る
と
見
込
め
る
。
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3)
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

導
入

予
定

の
資

機
材

の
維

持
管

理
能

力
は

あ
る
か
？

 
4)
対
象
国
側
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
成

果
を

自
身

で
関

係
機

関
へ

普
及

す
る

仕
組

み
を

整
え

て
い

る
か

？
こ

れ
を

担
う

部
局

は
明

確
に
な
っ
て
い
る
か
？

 
 

3)
対

象
国

側
、

日

本
側
関
係
者

 
 4)
対

象
国

側
関

係

者
 

3)
聞
き
取
り
調
査

 
  4)
聞
き
取
り
調
査

 

3)
O

C
D

に
は

既
に

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

管
理

用
の

大
型

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

が
運

転
維

持
管

理

さ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
供
与
さ
れ
る
予
定
の
情
報
シ
ス
テ
ム
用
の
資
機
材
は

同
等
も
し
く
は
小
規
模
と
な
る
た
め
維
持
管
理
は
可
能
で
あ
る
。

 
4)

O
C

D
は
政
府

の
財
政
事
情
に
よ
り
職
員
を
継
続
的
に
は
採
用
で
き
て
お
ら
ず
、
既
存

の
O

C
D

職
員
に
対
す
る
局
内
の
防
災
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
な
い
た
め
、

O
JT

も
し
く

は
ド

ナ
ー

主
催

の
防

災
セ

ミ
ナ

ー
や

研
修

に
頼

ら
ざ

る
を

得
な

い
状

態
で

あ
る

。
ま

た
、
研
修
な
ど
で
得
た
知
識
を
他
の
職
員
に
伝
達
す
る
と
い
っ
た
機
会
も
な
い
た
め
、

現
状
で
は
技
術
面
の
自
立
発
展
性
は
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
現
地

P
C

M
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ
で

は
こ
う

し
た
現

状
に
対

す
る
職

員
の
問

題
意
識

は
非
常

に

高
く
、
各
専
門
分
野
の
日
本
人
専
門
家
が
技
術
的
イ
ン
プ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
職
員
間
の

知
識
の
共
有
、
伝
達
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構
築
に
も
留
意
す
る
こ
と
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終

了
後
の
技
術
面
の
自
立
発
展
性
が
高
ま
る
余
地
は
大
き
い
と
見
込
ま
れ
る
。
な
お
、
技

術
者

の
新

規
採

用
も

し
く

は
日

本
の

内
閣

府
防

災
担

当
の

よ
う

に
関

係
省

庁
か

ら
技

術
者

の
継

続
的
な

出
向
な

ど
、

O
C

D
に

技
術
者
を

継
続
的

に
確
保

す
る
た

め
の
働

き

か
け
を
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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附属資料４ 主要面談者リスト 

Office of Civil Defense (OCD) 
Gen Benito T. Ramos Administrator 
Mr. Ronald I. Flores Civil Defense Executive Officer 
Mrs. Penie Abat Chief, Planning Division 
Ms. Lenie Duran-Alegre CDO III, PMO - Planning Division 
Mr. Marlon Obligado PMO - Planning Division 
Ms. Mina Marasigan Training Division 
Ms. Dolores S. Manio Chief, Administration and Finance Division 
Ms. Rodenio B. Doma Admin. and Finance Div. (Budget Section) 
Mr.  Aquilino P. Ducay Admin. and Finance Div. (Budget Section) 
Mr.  Joel Viloria Admin. and Finance Div. (Admin Section) 
Ms.  Madonna Lyn Marquez Admin. and Finance Div. (Personnel Section) 
Mr. Bernard Rafaelito Regional Director, Region V Regional Office 
Mr. Alexander Mandac CDO, Region V Regional Office 
Ms. Helen Grace Orondo CDO, Region V Regional Office 
Ms. Rosario T Cabrera Regional Director, Region VI Regional Office 
Ms. Edna I. Conda CDO, NCR Regional Office 

NEDA 
Ms. Susan Rachel G. Jose Director IV, 

Regional Development Coordination Staff 

DILG 
Mr. Manuel Q GOTIS Director, 

Bureau of Local Government Development 

DSWD 
Mr. Butch C. Batilong Chief, Disaster Management and Special Concern Division
Ms. Imee Rose Sy-Castillo SWO III  
Ms.  Esther L. Geraldoy SWO IV, PMB  
Mr.  Adrian M. Aldea SWO III, PMB  

DOST 
Dr. Graciano P. Yumul Under Secretary  

PAGASA 
Dr. Nathaniel T. Servando Deputy Administrator for R&D 

PHIVOLCS 
Dr. Renato U. Solidum, Jr. Director  

DPWH 
Mr. Melvin B. Navarro, MNSA Director, Planning Service 
 奥田 晃久 JICA 総合治水アドバイザー 

APSEMO 
Mr. Cedric Daep Chief  
Negros Occidental Province 
Mr. Alfredo G. Marañon Jr. Governor  
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PDMT, Negros Occidental Province 
Mr.  Eric Villaluna Head  

Bacolod City 
Atty Evelio R. Leonardia Mayor  

APSA 
Mr. Carlos S. Ganihong Administrator  

AusAID 
Ms. Patricia Georgina Domingo Portfolio Manager - Human Security,  

Development Cooperation 
Ms. Maria Anne C. Orquiza Senior Program Officer, Development Cooperation 

European Union 
Ms. Caroline Maningo Program Officer, Operations Section 

GTZ 
Ms. Susanne Gotthardt Program Advisor  

UNDP 
Ms. Amelira Supetran Team Leader, Energy & Environment 

World Bank 
Ms. Cathy Vidar Disaster Management Specialist 

在フィリピン共和国日本大使館 
 吉野 広郷 二等書記官  

JICA フィリピン事務所 
 松田 教男 所長  
 石坂 浩史 気候変動政策アドバイザー 
 池田 研造 気候変動政策アドバイザー 
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附属資料５ PCM ワークショップ資料及び結果概要 

1. 実施日 

2010 年 11 月 10 日（水）、11 日（木） 

2. 開催場所 

NDRRMC センター会議室 

3. ワークショップの目的 

本ワークショップは、JICA の技術協力プロジェクトに適応される PCM 手法の理解を深める

ことと、第 2 次準備調査で合意形成されたプロジェクト概要に基づく PDM 案作成のために、

実施機関および関係機関から情報収集を行なうことを目的に実施された。 

4. ワークショップの参加者 

参加者はプロジェクト実施機関となる OCD および、関係機関の NEDA、DILG、PAGASA、

PHIVOLCS から合計 21 名（別添資料 1 参照）。 

5. ワークショップの構成・スケジュール 

11 月 10 日（水）9:00～17:30 にかけて全参加者を対象に、PCM 手法の概要説明、PCM 分析

事例の紹介、第 2 次準備調査の調査結果の共有、関係者分析、問題分析を行い、関係者分

析マトリックス、問題分析系図を作成した。11 月 11 日（木）13:30～15:30 にかけて OCD

各部局からの参加者とともに目的分析を行い、目的系図を作成した。（別添資料 2 参照） 

6. ワークショップの経過および結果 

6.1 関係者分析 

関係者分析では、要請プロジェクトの分野で関係する関係者を検討することから始めた。

参加者には思いつく関係者をカードに書いてもらい、それを「受益者」、「決定者」、「費

用負担者」、「実施者」、「協力者」に分類してもらった。参加者全員により多くの関係

者が挙げられ、その結果を全員で確認した後、参加者の組織について「基本情報」、「問

題」、「ニーズ」、「強み」、「可能性」、「対応策」について分析を行なった。結果は

別添資料 3 に示すとおりである。OCD 以外の関係者の本プロジェクトに関連するニーズと

して以下の項目が挙げられた。（OCD のニーズについては問題分析を参照） 

NEDA 

 復興・復旧計画に関するキャパシティビルディング 

 復興・復旧計画策定に必要な Post Disaster Needs Analysis（PDNA）の開発および訓

練 

DILG 

 関係機関の役割と責任の明確化 

 強固なパートナーシップと明確なポリシー 

 地方自治体の実情にあった災害管理政策およびプログラム 

PAGASA 

 災害管理センターの設立と運営 
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 コミュニティが災害種別の（記述された）Standard Operation Procedure（SOP）を持

つ 

PHIVOLCS 

 災害種別の防災計画を NDRRMC が持つこと 

 OCD および地方自治体が災害事前準備および災害軽減活動を指揮すること 

 OCD と地方自治体が災害種別の SOP を持つこと 

 災害種別の防災計画 

6.2 問題分析 

問題分析では、本プロジェクトの主なターゲットが OCD であることから、OCD が災害管理

活動を実施するうえでの問題について全参加者で問題カードを列挙してもらった。さらに

列挙された問題カードを「原因－結果」の関係で整理したところ、「OCD に災害リスク軽

減・管理法で定められた責務を果たす能力が不足している」というカードを中心に因果関

係が見られたため、これが中心問題とされた。参加者を 2 グループに分け、各グループで

問題体系図が作成された。時間の都合により、関係機関を含む全参加者によるワークショ

ップは各グループの問題体系図の発表をもって終了したが、参加者からは「PCM 手法によ

ってより深く問題を追求することができることがわかった」、「組織の問題分析に有効な

ツールである」といった感想が述べられた。 

作成された 2 つの問題体系図は、2 日目に引き続き参加した OCD 職員によって 1 つの問題

系図に整理され、大きく分けて以下の通り 4 つの問題群が明らかになった（別添資料 4 を

参照）。 

① 災害管理活動が標準化されていない 

② 中・長期計画およびプログラムがない 

③ 災害管理活動に関するデータベースがない 

④ 技術者の不足 

6.3 目的分析 

目的分析では、「OCD の災害管理活動を実施する能力が向上する」という目的を中心にし

て、目的系図が作成された（別添資料 5 を参照）。目的系図の手段系図から、中心目的を

果たすための手段として 4 つのアプローチが想定されることとなった。それぞれのアプロ

ーチにつき参加者と合意した要点をまとめると、以下の通りとなった。 

 
アプローチ 要点 

1)災害管理活動の標準化 NDRRMC 関係機関の役割分担を明確化し、関係機関の情報収集方法

および災害分析およびニーズ分析手法の統一化を行なう。 

2)新法に沿った防災計画の改訂 NDRRRMC 関係機関の役割分担の明確化、定期会合の開催、関係機関

からの定期的な人材の出向など NDRRMC 関係機関との協力関係を強

化し、各種防災計画を策定・改訂する。 

3)災害管理情報システムの開発 災害管理に関するデータベースの統合、国・地方レベルのデータベー

ス管理者の配置、E ラーニングや電子媒体による情報収集など官民連

携を通じた学習情報センターの設置。 

4)OCD 職員の技術力向上 人材育成計画の改訂および研修プログラムの作成と実施。 
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6.4 まとめ 

本ワークショップでは、プロジェクトで予定されている実施機関だけでなく関係機関の担

当者を含めて、PCM 手法の紹介を行い、実際に関係者分析を経て、OCD を取り巻く問題に

ついて分析し（問題分析）、明らかにされた問題を解決するためにどのように対処すべき

か（目的分析）の議論が活発に行なわれた。この結果、参加者の PCM 手法に対する理解は

深まり、プロジェクト内容（案）についても情報共有を図ることができた。また、ワーク

ショップの結果はほぼ想定していた通りとなり、第 2 次調査の結果示されたプロジェクト

支援の方向性が実施機関および関係機関のニーズと合致していることが確認された。一方

で、プロジェクトに対する関係機関のニーズ、OCD のニーズがより明らかとなり、これま

での調査では得られなかった補足的な情報を入手することができた。特に、OCD のニーズ

として「OCD 職員の技術力の向上」に対するニーズは非常に高いことが判明し、その結果

は PDM にも反映された。なお、本 PCM ワークショップでは主に OCD 本部の能力強化につ

いて議論が集中したことから、OCD 地方事務所によるコミュニティ防災推進にかかる情報

収集を行なうことはできなかったが、PDM案検討の際にOCD側のニーズの確認を行いPDM

案は作成された。 



 

 A-58

別添資料 1: ワークショップ参加者リスト 

Participants List: PCM Workshop (10 November 2010 * 9:00AM – 5:00PM) 
 Name Office/ 

Agency 
Division Position/Designation Contact Nos.

1 Amparo, Neri G. OCD Region III Regional Director (045) 
455-0564 

2 Manalo, Roberto OCD Region III Civil Defense Officer I (045) 
455-0564 

3 Tabliago, Nelia S. OCD Region IV-B Regional Director (043) 
723-4248 

4 Manio, Dolores S. OCD Admin Division  912-5296 

5 Penaredondo, 
Perfecto 

OCD Office of the 
Administrator 

 912-2424 

6 Abat, Crispina OCD Planning Division Head 912-5947 

7 Bargan, Rosemarie OCD NCR Planning Officer II 421-1918 

8 Asunsion, Relan Jay OCD Operations Division Civil Defense Officer II 911-5001 

9 Porcil, Josefina OCD Planning Division Civil Defense Officer II 912-5947 

10 Cruz, Elviz OCD Planning Division Planning Officer II 912-0441 

11 Medina, Marietta OCD Admin Division Admin Assistant 912-5236 

12 Marino, Regina OCD Admin Division Civil Defense Officer II 912-5296 

13 Galang, Marites J. OCD Operations Division Civil Defense Officer I 912-2665 

14 Alegre, Lenie D. OCD Project Management 
Office 

Civil Defense Officer III 912-0138 

15 Marquez, Madonna 
Lyn 

OCD Admin Division TS I 912-5296 

16 Tomazar, Vic F. OCD Region IV-A Regional Director (049) 
531-7266 

17 Quiambao, Susana OCD Training Division Civil Defense Officer III 912-4832 

18 Obligado, Marlon OCD Project Management 
Office 

 912-0138 

19 Solidum, Renato PHIVOLCS Office of the Director Director 926-2611 

20 Peralta, Maximo PAGASA Flood Forecasting 
Branch 

 929-4065 

21 Gotis, Manuel  DILG Bureau of Local 
Government 
Development 

Director 929-9235 

22 Manuel, Thelma C. NEDA Regional 
Development 
Coordination Staff 

Economic Development 
Staff 

631-0945 
loc 709 

23 Nomura, Yoko JICA  Project Formulation 
Advisor 

889-7119 

24 Palanca, Cathy JICA  Program Officer 889-7119 

25 Matsumaru, Ryo JICA Study 
Team 

   

26 Nakamura, Mitsuko JICA Study 
Team 

   

27 Hara, Ryuichi JICA Study 
Team 
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Participants List: PCM Workshop (11 November 2010 * 2:00 – 5:00 PM) 
 Name Office/ 

Agency 
Division Position/Designation Contact Nos.

1 Cruz, Elviz OCD Planning Division Planning Officer II 912-0441 

2 Quiambao, Susana OCD Training Division Civil Defense Officer III 912-4832 

3 Asunsion, Relan Jay OCD Operations Division Civil Defense Officer II 911-5001 

4 Lucas, Shereen Y.  OCD Training Division Civil Defense Officer I 912-4832 

5 Marino, Regina OCD Admin Division Civil Defense Officer II 912-5296 

6 Abat, Crispina OCD Planning Division Head 912-5947 

7 Alegre, Lenie D. OCD Project Management 
Office 

Civil Defense Officer III 912-0138 

8 Nomura, Yoko JICA  Project Formulation 
Advisor 

889-7119 

9 Palanca, Cathy JICA  Program Officer 889-7119 
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別添資料 2: ワークショップ構成およびスケジュール 

PCM Workshop Program for Preparatory Study on Building the Resilience of Communities 
and Nation to National Disasters (BRCNND) 

1. Program Objective 

The objectives of the workshop are 1) to understand the Project Cycle Management (PCM) method, 
a participatory project management method used by JICA for managing Technical Cooperation 
Projects (TCPs); 2) to identify and share the issues and needs of Office of Civil Defense (OCD) and 
related agencies for capacity development in National Disaster Risk and Reduction Management. 
The workshop is intended to produce Stakeholders’ Analysis Matrix, Problem Tree and Objective 
Tees for the detailed design of the project. 

2. Date/Time 

10th November, 2010      9:00 am – 17:30 pm 

3. Venue 

Conference Room at NDRRMC Center 

4. Target Participants 

Office of Civil Defense (OCD) 

National Economic and Development Authority (NEDA) 
Department of Interior and Local Government (DILG) 
Department of Social Welfare and Development (DSWD) 
Department of Science and Technology (DOST) 

5. Moderator 

Ms. Mitsuko NAKAMURA, JICA Consultant  

6. Program 
Time Contents Methods Moderator 

0830H - 
0900H 

Registration - - 

0900H - 
0930H 

Opening remarks& Overview of workshop 
Introduction of participants 

- Ms. Abat, OCD 
Ms. Nomura, JICA 

0930H - 
1000H 

Overview of the PCM method 
(Theory ) 

Presentation Ms. Nakamura 

1000H - 
1015H 

Overview of the Albay PCM workshop 
(Case study) 

Presentation Ms. Nakamura 

1015H - 
1030H 

Sharing Results of the 2nd preparatory survey of 
BRCNND by JICA 

Presentation Mr. Matsumaru 
 

1030H - 
1230H 

Stakeholders’ Analysis 
(Theory & Workshop) 

Presentation, 
Group work 

Ms. Nakamura 

1230H 
1330H 

Lunch - - 

1330H - 
1530H 

Problem Analysis 
(Theory & Workshop) 

Presentation, 
Group work 

Ms. Nakamura 

1530H - 
1700H 

Objective Analysis 
(Theory & Workshop) 

Presentation, 
Group work 

Ms. Nakamura 

1700H 
1730H 

Synthesis of workshop outputs 
Closing remarks 
 

- 
Ms. Nakamura 
Mr. Nomura, JICA 
Ms. Abat, OCD 
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附属資料６ OCD が現有する機材・システム等 

I. 災害管理用機材 

本調査における機材計画/積算の対象は、第 1-2 次調査の結果を受け、OCD におけるデー

タベース構築に係る機材を主体として調査を行った。 

(1) 現況 

OCD が災害管理に関するシステムとして使用しているソフトウェア/ハードウェア等は以

下のとおりである。 

 ソフトウェア 
 インターネット/ウェブサイト 

NDRRMC の下記 web サイト上で災害関連情報が提供されている。 

(http://www.ndcc.gov.ph/) 

 SMS(Short Massage System) 

登録することにより、携帯電話にテキスト・メッセージが伝達されるシステムである。

0917-891-6322 からもアクセス可能である。 

 GIS 

GIS は災害情報のマッピング等に使用されている。ArcGISVer.3.2 を 2 ライセンス保

有している。GIS がインストールされたパソコンは、スタンド・アローンで使用され

ており、データベースとはリンクしていない。 

 CALAMIDAT 

”CALAMIDAT”は ADRC の支援の下、OCD で開発したデータベースである。既往災

害の履歴を集約したデータベースであり、 NDRRMC の Web サイト上

の”CALAMIDAT”で閲覧可能となっているが、アクセスは限定されている。 

現時点ではデータの更新は可能であるものの、プログラマーの離職によりプログラム

の更新はできない状況にある。 

 SAHANA 

“SAHANA”は 2004 年のインドネシア津波災害時に、スウェーデン国際協力機構

(Sweeden International Coorporation Agency：SIDA)、International Buisiness Machines 

Corporation(IBM)、アメリカ国立科学財団（National Science Foundation：NSF）の支援

によりスリ・ランカで開発されたフリー・オープン・ソース・ソフトウェアである。

（出典：http://www.sahanafoundation.org/about を参考に作成） 

発生中の災害に対するデータベースであり、災害発生後、少し治まった段階程度での

必要な支援物資等に関するデータベースである。行方不明者、活動組織、救援物資管

理、避難所/キャンプ等の登録台帳をデータベース化して管理している。災害直後に

関しては、上記、フィリピン独自のインターネット、web サイト、SMS、FAX、電話

等を用いた情報伝達システムで情報が伝達される。その後の段階では、“SAHANA”

を用いて管理を行っている。GIS ベースのデータベースであり、基図としては Google

を使用。 
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現時点では、プログラマーの離職により近年 3 年程度は使用されていない。 

 EMIS(Emergency Management Information System) 

OCD 独自で Visual Basic を使用して 2004 年に作成された、災害時の人材・物資等に

関するデータベース・システムである。プログラマーの離職により、近年は使用され

ていない。 

現在は上記 Sahana とともに EMIS-Sahana として統合中であり、災害時の人材・物資

の需要と供給を判断するためのデータベースとする目的である。上述のようにプログ

ラマーの離職により、現時点では統合は完成していない。 

Source：NDCC-OCD OPERATIONS MANUAL より一部引用 

 ハードウェア 

管理センター(OpCen)の IT 関連の使用機材を以下に示す。 

表 1 IT 関連使用機材一覧 
Name Items Manufacturer Remarks 

LAN 
Infrastructures 

Router CISCO  

 Switches CISCO  

Servers Web IBM X-series 
rack-mount servers 

Donated in 2007, obsolescent, produced 
in 2002 or 2003 

 Website bank-end   

 Calamidat   

 Sahana   

 Proxy(squid)   

 Anti-virus(sophos)   

SMA Gateway    

出典：質問票の回答 

上記のうち、サーバーに関しては 2007年に IBM社から寄贈されたものであるが、IBM

社の 2003-4 年頃製造された中古品を寄贈されたものであり、老朽化している。なお、

OCD 全体の PC リストを巻末に添付する。 

 その他 

上記のほか、2010 年 4 月に EU から台風オンドイ、ペペンで被害を受けた 8region に対

して 8 セット（+ OCD HQ 2 セット：合計 10 セット）の非常時の連絡用機材（NDCC Back 

Up Communications）が寄贈された（概算費用は正確ではないが、 低でも 30 万ペソ/セ

ット程度とのことである）。衛星電話、PC、FAX、太陽電池、バッテリー、ジェネレー

ター等から構成され、電話の通常回線、携帯電話、無線等の全ての通信機器が使用不可

能な状態になった際に通信可能なシステムである。 

このほか災害時のコミュニケーション用機材としては、無線機が設置されている。

1984-5 年頃に設置され老朽化しており、現在では 3 基のみ使用可能であるため、本年度

（2010 年度）、各地域に合計 17 基の HF 無線機、及び 4 箇所の中継局（VHF 用）を導入

した（合計約 27 百万ペソ）。EU 寄贈のバックアップ用機材は高価なためで、無線機は

その補完を目的として購入されたものである。 
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写真 1 OpCen のサーバー  写真 2 バックアップ用機材 

(2) 課題と方針 

 ソフトウェア 

EMIS-Sahana については、統合作業が途中まで完了しているため、完成させる必要があ

る。可能であれば、Calamidat もリンクさせると入力作業を軽減することが可能である。

OCD 所有のソフトウェアはいずれもオープンソースであるため、特に新たなソフトウェ

アの購入は必要ないが、Sahana が GIS ベースのため、OCD 所有の GIS ソフトが古いこと

から、バージョンを 新のものにすることが望ましい。 

 ハードウェア 

データベース用サーバーが老朽化しているため、更新の必要がある。ただし、データ

ベースそのものが高性能を要求するものではないため、市販されている一般的なもので

十分対応可能である。表 2 に OCD 提供の必要な機材及び概算費用を示す。 

 人的投入 

データベースのプログラミングができる人材が不在のため、投入の必要がある。OCD

の増員計画にあわせて要員を追加するか、アウトソーシングするかは OCD の判断による

が、現時点では将来的な人材の流出の可能性を考慮して、アウトソーシングが望ましい

と OCD 側では考えているようである。 

表 2 必要機材一覧（OCD 提供資料） 

種類 仕様 概算費用(USD) 必要個数 小計(USD) 
Webserver  2,000 3 6,000
GIS Workstation  2,500 2 5,000
A0 scanner  8,000 1 8,000
A0 plotter/printer  8,000 1 8,000
ArcInfo v.10 ESRI 16,000 2 32,000

合計   59,000
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II. 災害時の情報の流れ・伝達様式等 

(1) 現況 

フィリピンにおける災害情報の流れを下図に示す。 

 
Source: OCD ICT System for DM/DRRM Applications (Power Point File) 

図 1 フィリピンにおける災害情報の流れ 

 災害時には、関連各機関の各レベルから同レベルの OCD に情報が伝達される（横方向）

と同時に、関連各機関の上位機関に情報が伝達される（縦方向）。OCD 上位機関はさ

らに横・縦の情報を取りまとめて上位に伝達していくシステムになっており、OCD は

各レベルで横・縦の情報のチェックを行う。 

 災害時の連絡としては、電話、FAX、電子メール、SMS 等が使用される。 

 市町村レベル以下では予算に偏りがあり、機材の準備状況に差がある。何も使えない

場合には無線機を使用し、場合によっては教会の鐘等によって避難勧告を行う場合が

ある。 

 情報の提供フォーマットとしては、UNICEF の支援で作成された“Policy Guidlines”を基

にした“NDCC-OCD Operations Manual”を使用しているが、収集情報の項目は概ね一

致するものの、厳密には統一されていない。内容も改善する必要がある、とのことで

あった。 
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 DSWD 内に Disaster Response Operation Mangement Information Center (DROMIC) が設置

されており、災害時のデータを OCD に提供している。DROMIC のデータは EXCEL を

使用しており、OCD はそのうち必要な情報を収集して発信している。 
 
(2) 課題と方針 

 情報伝達様式があるものの、厳密に統一して使用されているわけではないため、記載

内容の検討も含め様式を標準化する必要がある。 

 関連他機関からの情報も取り込む必要があるため、関連機関間で協議を行ったうえで

様式を標準化し、データベースに取り込みやすい（作業を軽減できる）様式・方式と

する必要がある。 



 

 A-72

III. 管理・財務部(Administrative and Finance Division) 

  データベース 

人材育成に関連するデータベース・システムの調査を管理・財務部 人事セクションに対

して行った。 

(1) 現況 

 人事関連のデータベースについては、2010 年 1-2 月に、”Orange Human Resource 

Management”というオープンソースの人事関連データベースソフトを用いて管理・財

務部で独自に作成されている。 

 データベースソフト使用以前は EXCEL によって管理を行っていたが、上記ソフトは

EXCEL データを取り込めるため、以前のデータを取り込み、比較的容易にデーの移管

を行うことができた。 

 上記データベースは比較的容易にカスタマイズ可能であり、今後の変更等にも容易に

対応可能である。 

 データベースの記載内容には、過去の経歴（どの部署に何年間、等）、受講した研修

記録、等の人材育成に関する項目も網羅されており、特に検討の必要はないと考えら

れる（人事セクションから収集した“Personal Data Sheet”（巻末）参照）。 

 閲覧権は管理・財務部の 4 名のみ所有しており、それ以外には開示されていない。 
 
(2) 課題と方針 

 現時点ではデータベース・システムに関しては特に問題、課題は無いと考えられる。 

 データの閲覧権が管理・財務部の 4 名にのみ限定されているため、OCD 内における情

報開示方針・方法等（基本的な情報は職員がイントラネット上で閲覧可能、重要事項

については役職者のみ、等）の検討を行う必要がある。 
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IV. 災害対応管理モニタリング・情報センター(DSWD-DROMIC) 

DROMIC (Disaster Response Operations Monitoring and Information Center) 
 
(1) 現況 

社会福祉省開発省（DSWD）は共和国令 10121 により大臣が NDRRMC の災害対応担当副

議長として規定されており、災害対応を主として担当する機関である。DSWD 内には災害

担当部署として、災害対応管理モニタリング・情報センター（DROMIC）が設置されてい

る。以下に DROMIC の任務・組織等を示す。 
 
任務 

 DROMIC は主として災害時のデータ作成、分析/処理、データ保管、意思決定に必要な

情報の適宜の提供、及び災害対応に係る関係各機関の調整を担当している。 

 戦略的で正確、適切、かつ適時の復旧を可能とし、緊急時の方策の説明及び情報の伝

達を確保する。 

 交替制で 8 名による 24 時間体制の災害管理センター 

 DRRM 能力及び資源のデータベース 

- 人的資源（例：緊急対応チーム－QRTs、社会福祉開発－SWAD チーム、ボラン

ティア等） 

- 物資（例：食料、食料以外、仮設住宅調整/管理、予防、災害データ管理、災害後

方支援及び補給路） 

- 非常時用基金 

 作成データ 

- 災害種 

- 被災地域（地域、州、市町村） 

- 被災バランガイ数、家族数、人数 

- 避難所の状況 

- 避難所内外の住居を無くした家族数、人数 

- 救援家族数、人数の合計 

- 被災家屋数 

- 資金源ごとの支援コスト（DSWD、LGUs、NGOs、他国政府） 
 
組織 
DROMIC の組織図を下図に示す。 
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図 2 DROMIC 組織図 

DROMIC は DSWD の運営・能力開発グループ（Operations and Capacity Building Group：

OCBG）の事業運営管理局（Program Management Bureau：PMB）の下に配置されている。 

DROMIC の中央センター（Central）の下に各地域（Region）に 16 の事業所（Field Office：

FO）が配置され、各 FO には平均 4 名の DROMIC 職員が配属されている。 

FO 内には DROMIC と危機介入ユニット（Crisis Intervention Units：CIUs）、さらにその下

位に社会福祉開発チーム（Social Welfare & Development（SWAD）Teams）が設置されてい

る。 
 
災害時の情報の流れ 

災害時の情報の流れを下図に示す。LGUs から情報が DROMIC-FO に集められ、さらに

DROMIC CO に伝達され、OCD 等に伝達される。様式は“Disaster Reporting”に記載され

ており、本様式を用いて電子メールもしくはファックス等で伝達を行っている。 

D
I
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T
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S

Local 
Government Units 

(LGUs) 

DSWD-FO 
DROMICs/

CIUs 

DSWD-CO 
DROMIC

DSWD-FOs’ Validation  

DSWD-CO’s 
Validation  

LGUs’ Validation  

Output Input 

Technical 
Assistance/DANA 

Technical Assistance/ 
Analysis/Clarifications Rapid Assessment 

O
u
t
p
u
t

OCD-NDCC, Office of the 
President,  NGOs, Media & other 

data end users 
 

図 3 DROMIC における災害時の情報の流れ 
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このほか、携帯電話の SMS（Short Message Service）を用いた災害報告システム（Disaster 

Incident Reporting System：DIRS）があり、DSWD－CO 及び FO 職員に直接連絡できるよ

うになっている（DIRS の系統図）。 

 

 
CO’s GSM 
Terminal 

 
FO’s GSM 
Terminal 

 
When 

Disaster 
Strikes 

SWDOs and other partners sends
a text message to the Field
Office’s General Service for
Mobile (GSM) Terminal 

Secretary 

EXECOM 
Members 

DROMIC 

PMB 

FO Director, Asst. Director

and Division Chief

The System automatically 
forwards the text message to 
the Central Office’s GSM 
Terminal, and to the following: 
Regional Office: 
FO Director, Assistant Director 
and Division Chief 
Central Office: 
The Secretary, EXECOM 
members, DROMIC and PMB The System 

immediately sends 
back an 

acknowledging reply

 Provincial / City / Municipal 
Social Welfare and 

Development Organizations 

Note: Updating of contact numbers is a responsibility of DROMIC and FO Disaster Unit Focal Persons 
with the assistance from MISS/RMIS.  

出典：The Disaster Response Operations Monitoring and Information Center – Program Management Bureau 

(DROMIC-PMB)：PPT 資料より引用・加筆 

図 4 DIRS の系統図 

データベース等 

DROMIC でデータベース・システムが構築されているわけではなく、全て EXCEL ベース

の情報を電子メール、もしくは FAX で通信しているのみであり、データは紙ベースで年

度ごとにファイルにまとめられ保存されている（写真 参照）。送付され、収集されたデ

ータについては災害情報モニタリング掲示板に貼って随時更新しているとのことであっ

た。 
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写真 3 災害情報データ保存ファイル 写真 4 左記ファイル内のデータ例 

 写真 5 災害情報モニタリング掲示板 
 

活動内容・及びデータ収集内容が OCD でも利用を考えている Sahana と重なる部分が多い

と思われるため、Sahana の活用についても確認を行ったが、現時点では全く利用しておら

ず、今後も利用予定はないとのことであった。また、赤十字が Sahana を利用して活動を

行っていることについては承知していた。 
 
(2) 課題と方針 

 データベース・システムを保有しないため、本プロジェクト中で OCD 等関連他機関と

協議を行い、情報伝達様式の統一を行うことが望ましい。 

 可能であれば、今後 OCD のデータベース・システムを共有して、災害時のデータ入力

のための労力を軽減することが望ましい。特に OCD の考えている EMIS-Sahana は、

DROMIC にとっても非常に有用な情報であるため、将来的な共有を目指したシステム

とすることが有効と思われる。 
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